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佐

賀

藩

初

期

の

検

地

と

知

行

政

策

一
豊
臣
政
権
の
知
行
割

二
慶
長
検
地
と
三
部
上
地

①
慶
長
検
地
の
意
義

切
―
―
一
部
上
地
と
鍋
島
一
門
の
知
行
地
拡
充
（
以
上
本
号
）

三
知
行
地
の
配
置
と
構
成

四
知
行
制
の
構
造
と
そ
の
特
質

豊
臣
政
権
の
知
行
割

天
正
十
五
年
、
竜
造
寺
政
家
は
肥
前
の
う
ち
七
郡
（
佐
賀
・
神
埼
・
三
根
・
小
城
・
杵
島
・
藤
津
・
下
松
浦
の
一
部
）
を
、

政
家
と
は
別
に
養
父
半
部
と
高
来
郡
の
神
代
を
、
さ
ら
に
竜
造
寺
家
晴
は
高
来
郡
の
諌
早
を
与
え
ら
れ
て
豊
臣
政
権
の
新
し
い
統
一
的
知

行
体
系
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
天
正
十
八
年
一
月
の
豊
臣
秀
吉
の
朱
印
状
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
石
高
に
し
て
一
―

1
0
万
九
、
九

0
二
石
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
竜
造
寺
領
国
に
お
け
る
天
正
十
六
年
段
階
の
検
地
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
天
正
十
六
年
の
検
地
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
六
年
八
月
五
日
「
佐
賀
郡
之
内
巨
勢
庄
之
内
小
太
郎
村
検
地
帳
」
と
天
正
十
六
年

戊
子
霜
月
吉
日
「
肥
前
国
三
根
郡
西
島
村
光
浄
寺
弥
吉
名
検
地
帳
」
写
が
残
さ
れ
て
い
る
。
両
帳
の
末
尾
に
は
、
前
者
に
「
右
惣
上
田
数

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策
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次

黒
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安

ま
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鍋
島
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茂
は

雄
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以
上

本
十
弐
町
三
反
三
丈
中
右
惣
以
上
検
地
坪
今
拾
―
町
四
段
五
畝
四
歩
」
と
あ
り
、
後
者
に
「
右
総
以
上
検
地
坪
合
而
廿
四
町
九
反
九
畝

廿
三
歩
、
右
之
穀
積
合
テ
ニ
百
州
四
石
二
升
六
合
杓
」
と
あ
っ
て
、
天
正
十
六
年
検
地
を
契
機
に
土
地
丈
量
単
位
の
大
半
小
制
か
ら
一
段

1
1
三
六

0
歩
と
い
う
町
反
歩
制
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
田
畠
・
屋
敷
毎
に
字
（
在
坪
）
・
地
積
・
名
請
人
を
一
筆
毎
に
記
載
し
た
検
地

帳
が
作
成
さ
れ
、
同
年
十
一
月
の
時
点
か
ら
指
出
高
に
穀
積
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
．
か
つ
て
筑
後
の
国
人

領
主
で
、
天
正
十
五
年
佐
賀
に
移
っ
て
竜
造
寺
氏
に
臣
従
し
て
い
た
田
尻
鑑
種
が
、

一
今
度
、
就
各
御
知
行
替
、
至
我
等
以
下
茂
、
替
地
即
時
二
被
仰
付
、
剰
穀
足
之
儀
、
被
相
加
候
之
事
、
外
聞
実
儀
、
生
々
世
々
、
難

有
忘
却
、
忍
存
候
事

（
鍋
島
直
茂
）

一
我
等
親
子
之
事
、
碇
御
村
中
へ
罷
居
可
然
候
す
る
や
、
是
又
、
兎
角
、
加
州
様
御
分
別
次
第
た
る
へ
き
之
事

付
、
因
弦
、
入
組
有
之
之
事

一
穀
積
之
儀
、

と
て
も
の
御
事
二
能
々
以
御
勘
定
、
被
仰
付
、
始
末
、
御
奉
公
相
届
候
様
、
御
分
別
、
奉
憑
候
事

付
、
当
時
妻
子
可
罷
居
在
柄
之
事

「
穀
積
」
と
い
い
、

ま
た
「
穀
足
」
と
い
い
、
史
料
不
足
か
ら
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
要
す
る
に
天
正
十
六

年
の
検
地
を
契
機
に
町
反
歩
制
が
採
用
さ
れ
、
指
出
高
に
一
定
の
操
作
を
加
え
た
「
石
」
高
表
示
の
知
行
宛
い
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
り
、
錯
雑
し
た
所
領
・
権
利
関
係
を
残
し
つ
つ
も
、
一
部
家
中
の
所
替
と
家
巾
妻
子
の
佐
賀
城
下
へ
の
移
住
の
政
策
が
推
し
進
め
ら

（
直
茂
）

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
天
正
十
六
年
十
月
廿
三
日
付
の
平
吉
刑
部
丞
宛
須
古
信
周
・
鍋
島
信
生
・
竜
造
寺
家
就
連

(
3
)
 

署
状
に
は
「
其
方
下
地
八
町
五
反
、
一
ニ
ケ
一
上
納
之
儀
、
御
赦
免
候
」
と
指
示
さ
れ
、

覚

分
米
一
、
六
四
九
石
を
与
え
ら
れ
た
際
、

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

そ
の
後
天
正
十
七
年
、
西
松
浦
郡
の
山
代
に
お
い
て

(
2
)
 

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
慶
長
十
八
癸
丑
年
四
月
十
七
日
付
の
「
日
億
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第 1表 天正18年 1月の知行割明細

(
4
)

（
竜
造
寺
）
（
鍋
島
直
茂
）

光
勝
寺
由
緒
寺
領
等
書
上
」
に
は
「
隆
信
様
・
賀
州
様
御
代
ま
て
、
十
九
町
被
成
御
立
候
、
其
後
、

佐賀藩初期の検地と知行政策

内 訳 本高 加増分 合計 知 行 地

藤八郎京のまかない 30,000 30,000 
民部太輔（政家）いんきょ分 5,000 5,000 

佐賀郡、小城郡
佐賀にてのたい所入 11,200 11,200 
馬廻二わりわたすへき分 80,000 80,000 

後藤善次郎（家信） 11,800 2,200 14,000 
竜造寺六郎次郎（長信） 7,670 2,400 10,070 
竜造寺いせ松（勝茂） 7,000 2,000 9,000 三根郡、藤津郡

神代二郎（家良） 4,840 1,200 6,040 
竜造寺阿波守（信周） 2,590 2,660 5,250 

竜造寺七郎左衛門（家晴） 19,188 19,188 高米郡

鍋島加賀守（直茂） 44,500 44,500 神埼郡

小給人二わりて可遣分 67,650 67,650 杵島郡、下松浦郡、彼杵郡

〔註〕「肥前国竜造寺藤八郎知行割之事」によって作成。

近
代
二
罷
成
、
天
正
十
六
年
戊
子
、

寺
領
落
之
時
、
右
之
内
よ
り
、
賀
州
様
以
御
芳
志
、
五
町
六
段
八
畝
十
六
歩
半
被

御
立
候
、
此
米
三
十
三
石
四
斗
四
升
二
而
候
」
と
あ
る
の
で
、
天
正
十
六
年
の
検

地
の
際
一
部
家
中
の
三
分
一
上
地
と
寺
領
の
勘
落
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
措
置
が
竜
造
寺
氏
の
領
国
支
配
を
強
化
す
る
槙
杯
と
な
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
検
地
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
そ
の
後
天
正
十

八
年
一
月
、
豊
臣
政
権
は
竜
造
寺
政
家
の
嫡
子
藤
八
郎
（
高
房
）
に
「
肥
前
国
竜

(
5
)
 

造
寺
藤
八
郎
知
行
割
之
事
」
と
題
す
る
朱
印
状
を
交
付
し
た
の
で
あ
っ
た
。

注
目
す
べ
恙
こ
と
は
、
朱
印
高
に
竜
造
寺
氏
の
一
門
と
軍
臣
に
そ
れ
ぞ
れ
分
与

「
銘
々
二
御
朱
印
可
被
下
候
也
」
と
付

言
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
翌
々
三
月
に
な
っ
て
各
人
に
付
与
さ
れ
た

朱
印
状
に
「
藤
八
郎
二
致
随
遂
、
軍
役
等
可
相
勤
者
也
」
と
付
言
し
て
あ
る
の
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

朱
印
高
三

0
万
九
、
九

0
二
石
の
う

竜
造
寺
氏
の
一
門
で
あ
る
後
藤
善
次
郎
（
家
信
1
1
武
雄
竜
造
寺
）
・
竜
造
寺
六

郎
次
郎
（
長
信
1
1
多
久
竜
造
寺
）
・
竜
造
寺
阿
波
守
（
信
周
1
1
須
古
竜
造
寺
）
・
竜
造
寺

七
郎
左
衛
門
（
家
晴
1
1
諫
早
竜
追
寺
）
と
神
代
二
郎
（
直
茂
の
弟
伯
俊
三
男
家
良
）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
四
、

0
0
0
石
・
一
万
0
、

一
八
八
石
と
六
、

0
七
0
石
・
五
、
二
五

0
石
・

0
四
0
石
を
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
小
給
人
分
六
万
七
、

六
五

0
石
の
知
行
割
さ
え
も
「
右
小
給
人
所
付
わ
り
付
候
て
、
あ
け
可
申
、
銘
々

一
万
九
、

ち、 す
べ
き
知
行
高
と
知
行
地
が
指
示
さ
れ

- 75 -



佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

分
」
の
五
、

0
0
0
石
、
都
合
四
万
六
、
二

0
0
石
を
上
廻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

領
知
方
目
録

一
参
千
三
百
七
拾
九
石
弐
斗

一
九
千
参
百
六
拾
四
石
八
斗

一
参
千
六
百
五
拾
九
石
弐
斗

き
し
ま
郡
内長

同

郡

塚

埼

下
ま
つ
ら
郡
内

有

田 庄

島

庄

二
御
朱
印
可
被
下
候
也
」
と
豊
臣
政
権
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
こ
れ
に
対
し
竜
造
寺
氏
の
重
臣
鍋
島
直
茂
は
四
万
四
、

五
0
0
石
、
そ
の
子
勝
茂
は
九
、

0
0
0
石
、
都
合
五
万
三
、
五

0
0
石
を
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
鍋
島
氏
の
知
行
高
が
竜
造
寺
本
家
の
知

行
高
で
あ
る
「
藤
八
郎
京
ま
か
な
い
」
の
三
万
石
・
「
佐
賀
に
て
の
台
所
入
」
の
一
万
一
、
二

0
0
石
・
「
民
部
太
輔
（
政
家
）
い
ん
き
ょ

豊
臣
政
権
が
竜
造
寺
氏
の
権
力
機
構
の
な
か
に
直
接
介
入
し
て
竜
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
的
軍
事
構
造
を
解
体
し
、

こ
の
時
期
領
国
支
配

の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
鍋
島
氏
を
頂
点
と
す
る
近
世
大
名
領
国
の
形
成
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
佐
賀
郡
と
小
城
郡
に
蔵
入
地
と
馬

廻
衆
の
知
行
地
を
集
中
的
に
設
置
し
、
鍋
島
直
茂
に
さ
き
に
彼
が
秀
吉
か
ら
宛
行
わ
れ
た
養
父
半
部
に
隣
接
し
た
最
も
生
産
力
の
高
い
神

崎
郡
に
最
高
の
知
行
高
を
配
分
す
る
一
方
、
竜
造
寺
六
郎
次
郎
を
小
城
郡
の
多
久
地
方
か
ら
、
竜
造
寺
阿
波
守
を
杵
島
郡
の
須
古
地
方
か

ら
、
後
藤
善
次
郎
を
同
じ
く
杵
島
郡
の
武
雄
地
方
か
ら
、
神
代
二
郎
を
神
崎
郡
と
小
城
郡
か
ら
、
い
ず
れ
も
三
根
•
藤
津
両
郡
へ
の
所
替

を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
示
し
て
お
り
、
豊
臣
政
権
は
統
一
的
軍
役
を
課
す
た
め
に
も
竜
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
領
国
を
近
世
大
名

領
国
へ
改
変
し
、
豊
臣
体
制
の
な
か
に
そ
の
領
国
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
竜
造
寺
氏
一
門
・
璽
臣

の
本
拠
地
移
転
と
そ
の
家
臣
団
の
本
領
離
脱
は
豊
臣
政
権
の
意
図
に
反
し
て
完
全
に
実
施
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
正
十

八
年
一
月
の
朱
印
状
に
三
根
お
よ
び
藤
津
郡
の
内
で
一
万
四
、

0
0
0
石
と
所
付
さ
れ
て
い
る
武
雄
竜
造
寺
家
の
後
藤
善
次
郎
と
、
同
じ

く
高
来
郡
で
一
万
九
、
一
八
八
石
と
所
付
さ
れ
て
い
る
諌
早
竜
造
寺
家
の
竜
造
寺
七
郎
左
衛
門
（
家
晴
）
が
、

ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
知
行
方
目
録
」
を
豊
臣
政
権
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

同
年
一
二
月
に
至
り
、

そ
れ
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竜
造
寺
七
郎
左
衛
門
と
の
ヘ

後
藤
善
次
郎
と
の
ヘ

一
参
千
参
百
石
七
斗

合
壱
万
九
千
七
百
参
石
九
斗

（
竜
造
寺
高
房
）

右
、
於
肥
前
国
、
令
扶
助
之
屹
、
可
全
領
知
、
然
上
は
、
藤
八
郎
致
随
遂
、
軍
役
等
可
相
勤
者
也
、

天
正
十
八
年
三
月
七
日
（
朱
印
）

(
7
)
 

領
知
方
目
録

一
壱
万
四
千
八
百
弐
石
八
斗

一
弐
千
弐
百
五
石
五
斗

一
九
百
九
拾
壱
石

一
四
千
五
百
参
石
壱
斗

合
弐
万
弐
千
五
百
弐
石
五
斗

右
、
於
肥
前
国
、
令
扶
助
之
屹
、
可
全
領
知
、
然
上
は
、
藤
八
郎
致
随
遂
、
軍
役
等
可
相
勤
者
也

御
朱
印

天
正
十
八
年
三
月
七
日

す
な
わ
ち
、
後
藤
善
次
郎
は
旧
領
で
あ
る
杵
島
郡
の
塚
崎
と
長
島
庄
を
、
ま
た
竜
造
寺
七
郎
左
衛
門
は
旧
領
の
伊
佐
早
庄
に
加
え
て
藤

津
・
彼
杵
・
小
城
郡
内
の
一
部
に
知
行
地
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
措
醤
は
多
久
・
須
古
の
両
竜
造
寺
氏
、
そ
れ
に
神
代
氏
も
同

様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
根
こ
そ
ぎ
の
所
替
を
め
ざ
し
た
豊
臣
政
権
の
知
行
割
が
当
初
の
方
針
に
反
し
て
旧
領
安
堵

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

城

郡郡

之

高
木
郡
之
内
伊
佐
早
庄

藤

津

彼lヽJ 

内

杵

之

内

郡

之

内

お
き
郡
内東

郷
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佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

(
8
)
 

を
原
則
と
す
る
知
行
割
と
な
っ
た
の
は
、
「
鍋
島
越
後
守
戦
功
書
」
に
「
天
正
十
八
年
三
月
七
日
、
高
房
公
御
領
内
七
城
二
被
相
極
、
残

城
々
破
却
可
仕
旨
、
秀
吉
公
御
下
知
有
之
候
、
右
七
城
は
直
茂
公
蓮
池
之
御
城
、
竜
造
寺
七
郎
左
衛
門
伊
佐
早
城
、
後
藤
善
次
郎
黒
髪

（

信

周

）

（

嫡

男

家

俊

）

城
、
竜
造
寺
安
房
守
・
同
彦
右
衛
門
須
古
城
、
鍋
島
豊
前
守
恒
広
城
、
竜
造
寺
六
郎
次
郎
八
戸
城
、
神
代
次
郎
芦
ケ
里
城
二
而
候
事
」
と

「
城
破
」
の
措
置
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
、
こ
の
時
期
竜
造
寺
領
国
の
軍
事
力
を
構
成
す
る
竜
造
寺
氏
一
門
と
重
臣

が
そ
れ
ぞ
れ
の
本
拠
地
を
中
心
と
す
る
個
別
領
主
的
存
在
で
あ
り
、
竜
造
寺
氏
か
ら
独
立
し
た
所
領
支
配
と
家
臣
団
を
擁
し
、
独
自
の
再

(
9
)
 

生
産
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
天
正
検
地
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
打
出
さ
れ
た
知
行
割

方
針
が
そ
の
後
豊
臣
政
権
の
諸
大
名
に
対
す
る
最
大
の
軍
役
賦
課
で
あ
る
朝
鮮
出
兵
が
鍋
島
直
茂
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
と
相
侯
ち
、
こ
の

と
き
竜
造
寺
氏
の
下
で
領
国
支
配
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
鍋
島
氏
の
大
名
権
力
確
立
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
や
が
て
徳
川
政

権
下
の
慶
長
検
地
と
一
一
度
に
わ
た
ろ
三
部
上
地
政
策
に
よ
っ
て
、
領
国
の
戦
国
大
名
的
体
質
は
漸
次
改
変
さ
れ
、
鍋
島
氏
を
頂
点
と
す
る

統
一
的
農
民
支
配
体
制
の
甚
礎
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
知
行
制
が
確
立
す
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
竜
造
寺
氏
の
領
国
を
継
承
し
た
鍋
島
氏

が
、
鍋
島
氏
を
頂
点
と
す
る
支
配
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
如
何
な
る
知
行
政
策
を
実
施
し
た
か
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

＿註＿
(
1
)
天
正
検
地
に
つ
い
て
は
史
料
不
足
の
た
め
不
明
確
な
点
が
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
松
下
史
朗
「
佐
賀
藩
の
石
高
制
と
地
米
」
（
九
大
「
経
済
学
研
究
」

第
四
四
巻
五
・
六
号
一
三
―
―
-
|
-
―
―
一
七
頁
）
お
よ
び
長
野
逼
「
佐
賀
藩
徴
租
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
二
十

五
号
」
）
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
閻
、
松
下
志
朗
氏
と
長
野
遥
氏
に
種
々
貨
重
な
助
言
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

(
2
)
「
田
尻
鑑
種
条
書
案
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
七
巻
二
八
一
ー
ニ
八
二
頁
）
。

(
3
)
「
竜
造
寺
家
就
外
二
名
連
署
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
七
巻
一
六
三
頁
）
。

(
4
)
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
五
巻
ニ
―
―
一
三
ー
ニ
三
四
頁
。

(
5
)
「
家
晴
公
御
代
」
（
『
長
崎
県
史
・
史
料
編
』
第
二
巻
七
三
七
I

七
三
八
頁
）
。

(
6
)
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
六
巻
二
七
頁
）
。
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徳
川
幕
府
は
公
儀
普
請
役
賦
課
基
準
の
石
輝
か
ら
物
成
（
年
貢
）
高
へ
の
切
り
替
え
を
口
実
に
、

の
領
地
お
よ
び
寺
仕
領
の
石
高
・
物
成
高
と
国
絵
図
を
徴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
う
け
て
鍋
島
氏
が
作
成
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「
慶
長
年
中
肥
前
国
絵
図
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
慶
長
十
八
年
に
な
っ
て
倦
府
か
ら
知
行
目
録
の
捉
出
を
要
求
さ
れ
た
際
の

(
1
)
 

三
月
十
一
日
付
「
鍋
島
信
浪
守
分
領
高
積
」
に
よ
れ
は
、
佐
賀
藩
の
領
知
高
は
惣
高
合
わ
せ
て
三
在

JJ
七、

011
一
六
伍
五
斗
九
升
九
合
四

勺
一
札
、
惣
物
成
合
わ
せ
て
―
-
1

一
万
六
、
九
八
五
石
四
斗
五
升
ヒ
合
、
右
の
外
に
小
物
成
一
曇
一
、

0
四
四
石
九
斗
一
升
一
合
て
あ
っ
た
。
注

H

す
べ
き
こ
と
は
、
慶
艮
十
八
年
六
月
の
日
録
提
出
に
際
し
‘
鍋
島
勝
茂
か
「
右
＇
乙
前
、
慶
長
五
年
、
以
井
伊
兵
部
少
輔
殿
御
取
次
拝
領
仕

候
、
雖
然
、
其
節
御
朱
印
ハ
不
致
頂
載
候
、
御
奉
行
衆
御
北
Fl

出
も
無
御
座
候
、
此
内
右
高
頭
を
以
御
役
儀
相
勤
申
候
、
只
今
、
郷
目
録
も

(
2
)
 

相
副
差
上
山
候
」
と
上
申
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
関
ヵ
原
役
後
、
佐
賀
藩
は
本
領
を
安
堵
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領

知
朱
印
状
や
奉
打
衆
書
出
を
下
賜
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
指
出
高
に
よ
っ
て
普
請
役
裔
が
割
当
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

こ
の
と
き
の
石
高
は
鍋
島
氏
に
対
す
る
公
儀
普
蘭
課
役
の
基
準
と
な
っ
て
、

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

慶
長
十
年

川
慶
長
検
地
の
怠
義

(
7
)
「
極
密
調
手
相
物

(
8
)
右
同
。

(
9
)
豊
臣
政
権
の
意
を
受
け
た
竜
造
寺
に
よ
る
大
止
卜
六
年
検
地
に
つ
づ
き
、
文
禄
四
年
幾
臣
政
権
に
よ
る
太
固
検
地
が
肥
前
国
の
束
部
で
行
な
わ
れ

て
い
る
。
『
基
養
梢
細
録
ー
に
は
文
禄
四
年
九
月
の
後
の
対
州
藩
領
の
基
臨
郡
・
養
父
郡
の
村
々
の
検
地
帳
の
み
が
収
め
ら
れ
て
養
父
郡
南
半
の

村
々
の
け
の
検
地
帳
は
な
い
が
、
し
か
し
文
禄
四
年
十
：
．
月
朔
日
付
の
鍋
局
直
茂
あ
て
の
秀
吉
の
朱
印
状
写
が
存
任
す
る
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』

第
一
巻
：
1

ヒ．
4
|
三
七
三
頁
）
。
養
父
郡
南
半
の
村
々
て
上
、
七
0
0
石
と
あ
る
こ
の
領
知
方
目
録
は
、
こ
の
時
の
検
地
に
よ
る
石
蒻
て
あ
り
、

文
禄
四
年
の
検
地
は
佐
賀
藩
餡
い
少
な
く
と
も
一
部
に
は
お
よ
ん
だ
の
て
あ
る
（
「
佐
賀
県
史
」
巾
巻
八
六
頁
）
。

慶
長
検
地
と
三
部
上
地

全
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

そ
の
後
元
和
三
年
「
将
軍
秀
忠
公
ヨ

全
国
の
諸
大
名
か
ら
そ
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慶
長
十
年
二
月
一
―

_
R

定

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

野

村

右

馬

允

今
泉
橘
左
衛
門
尉

馬
渡
九
左
衛
門
尉

ま
い
る

加

(
3
)
 

リ
直
茂
公
御
極
老
ノ
程
ヲ
被
思
召
、
勝
茂
公
へ
肥
前
国
御
知
行
高
ノ
御
朱
印
被
差
出
」
と
あ
る
よ
う
に
幕
府
が
鍋
島
勝
茂
に
判
物
を
交
付

そ
れ
が
佐
賀
藩
の
公
称
石
高
（
朱
印
高
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

璽
要
な
こ
と
は
、
幕
府
が
全
国
の
石
高
・
物
成
を
書
き
上
げ
た
「
御
前
帳
」
と
国
絵
図
を
掌
握
し
た
慶
長
十
年
に
、
佐
賀
藩
で
ば
本
格

的
な
検
地
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

一
ミ
ち
江
川
ミ
て
作

□二
な
す
へ
き
事

一
諸
郡
配
分
は
つ
れ
、
可
相
改
事
、

付
、
け
ん
ち
の
時
、
あ
れ
所
二
つ
き
候
所
、
可
相
改
事

一
芦
野
之
内
、
新
開
二
可
成
所
、
可

□口＊

右
之
別
、
不
可
有
油
断
者
也

で
、
以
下
知
行
制
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
検
地
と
農
民
支
配
政
策
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

O
（黒印）

す
な
わ
ち
、
慶
長
十
年
二
月
を
期
し
て
、
領
内
諸
郡
の
「
配
分
は
つ
れ
」
の
摘
発
と
荒
廃
地
お
よ
び
新
開
可
能
地
の
積
極
的
把
握
が
意

図
さ
れ
て
お
り
、
以
後
慶
長
十
四
年
に
か
け
て
一
連
の
徳
川
塔
府
の
普
請
課
役
の
遂
打
を
背
娯
に
強
力
に
推
進
さ
れ
た
慶
長
検
地
は
、
そ

の
後
の
一
一
度
に
わ
た
る
家
臣
団
に
対
す
る
三
部
上
地
と
相
侯
っ
て
、
鍋
島
氏
の
大
名
椛
力
確
立
に
一
段
階
を
画
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
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第
一
に
、
検
地
を
通
じ
て
田
畠
屋
敷
の
面
積
・
品
位
・
名
請
人
・
物
成
量
が
明
確
に
把
握
さ
れ
、
藩
政
期
を
貫
く
原
則
と
な
っ
た
物
成

知
行
の
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
年
紀
を
欠
く
が
慶
長
七
年
以
前
と
推
定
さ
れ
る
十
月
廿
六
日
付
鍋
島
勝
茂
書
択
に
は
「
内
田
正

右
衛
門
尉
方
、
朝
鮮
奥
々
迄
一
入
辛
労
被
申
候
間
、
今
度
加
州
へ
令
談
合
、
知
行
定
成
三
百
石
遣
候
条
、
在
所
可
然
地
を
急
度
被
相
渡
尤

候
」
と
あ
っ
て
、
す
で
に
年
貢
高

(11定
納
高
）
、
す
な
わ
ち
物
成
甜
に
よ
る
知
行
体
系
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
「
佐
嘉
領
高
物

成
等
覚
書
」
に
は
慶
長
検
地
を
契
機
に
物
成
知
行
の
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
六
千
弐
百
九
拾
石
四
斗
四
升
六
合
、
寺
社
領
、

物
成
弐
拾
三
万
六
千
九
百
八
拾
五
石
六
斗
五
升
七
合
壱
尺
、

右
之
外
二
、
三
千
四
拾
四
石
七
斗
壱
升
壱
合
、
小
物
成

都
合
、
米
弐
拾
四
万
三
拾
石
三
斗
六
升
八
合
壱
尺
、

右
者
、
先
年
御
公
儀
江
肥
前
一
国
絵
図
被
差
上
候
副
、
御
領
中
書
付
之
分
、

一
高
三
拾
五
万
七
千
三
拾
六
石
五
斗
九
升
九
合

但
、
右
之
高
ヲ
六
ツ
七
部
弐
合
四
尺
成
ニ
メ
、

物
成
弐
拾
四
万
三
拾
石
三
斗
六
升
八
合
壱
尺

内

知
行
・
切
米
・
御
配
当
分
・
寺
社
領
・
内
儀
方
・
諸
切
米
、
共
二
高
積
ニ
メ
之
分
、

一
高
弐
拾
弐
万
四
千
百
弐
拾
九
石
弐
斗
八
升
弐
合
、

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

内

一
高
三
拾
五
万
七
千
三
拾
六
石
五
斗
九
升
九
合

覚
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佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

但
、
成
右
二
同
、
物
成
拾
五
万
六
百
九
拾
七
石
八
斗
五
合
弐
尺
五
札
、

御
蔵
入
之
分
、

（
五
カ
）

一
高
拾
三
万
弐
千
八
百
口
拾
六
石
弐
斗
八
升
、

但
、
成
右
二
同
、

物
成
八
万
九
千
三
百
一

1

一
拾
弐
石
五
斗
六
升
弐
合
八
尺
五
札
、

一
高
四
拾
九
万
七
千
八
百
八
拾
五
石
壱
斗
八
升

但
、
此
物
成
ヲ
五
ツ
成
ニ
メ
、
高
積
り
、
右
之
分
覚

物
成
弐
拾
四
万
三
拾
石
三
斗
六
升
八
合
壱
尺

寛
永
十
年
酉二

月
二
日

す
な
わ
ち
、
右
の
史
料
は
佐
賀
藩
が
寛
永
十
年
の
幕
府
巡
見
使
来
藩
に
際
し
作
成
し
た
一
一
種
の
目
安
の
―
つ
で
、
二
代
将
軍
秀
忠
か
ら

三
代
将
軍
家
光
へ
の
代
替
り
の
判
物
改
め
に
際
し
領
知
高
の
引
上
げ
を
試
み
た
際
の
高
積
で
あ
る
。
こ
の
と
き
表
高
の
引
上
げ
は
結
局
実

現
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
先
年
御
公
儀
江
肥
前
一
国
絵
図
差
上
候
硼
」
の
指
出
高
一

1

一
五
万
七
、

0
三
六

石
五
斗
九
升
九
合
に
対
応
し
て
、
二
公
一
民
の
物
成
高
二
四
万
0
、
0
-
1
-
0
石
三
斗
六
升
八
合
一
勺
が
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
物

感
一
四
万
0
、
0
-
―-
0
石
三
斗
六
升
八
合
一
勺
か
ら
免
率
「
五
ツ
成
」
で
逆
算
し
た
石
高
四
九
万
七
、
八
八
五
石
一
斗
八
升
が
算
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
物
成
を
基
準
に
石
高
が
算
定
さ
れ
る
物
成
知
行
の
体
制
が
慶
長
検
地
に
よ
っ
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

(
7
)
 

つ
ぎ
に
知
行
宛
行
状
を
示
そ
う
。

肥
前
国
一

1

一
根
郡
坊
所
地
頭
分
四
百
八
石
四
斗
、
寺
家
分
之
内
弐
百
四
石
八
斗
五
升
、
市
武
五
町
分
仁
百
三
拾
四
石
八
斗
五
升
、
草
野
分

六
拾
壱
石
七
斗
八
升
、
廿
五
町
分
一
予
臼
廿
壱
石
壱
升
、
九
町
分
百
八
石
四
斗
六
升
、
庄
分
百
拾
七
石
弐
斗
三
升
、
上
宮
富
分
百
壱
石
四

斗
、
江
見
村
百
九
拾
弐
石
四
升
、
合
而
千
七
百
五
拾
斜
地
之
事
、
宛
行
畢
紐
罰
玉
者
、
早
任
先
例
之
旨
、
可
領
知
之
状
如
件
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鍋
嶋
生
三

生
三
こ
と
鍋
島
道
虎
は
、
肥
前
神
埼
郡
の
旧
族
姉
川
氏
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
姉
川
鍋
島
氏
と
称
し
、
ま
た
知
行
地
が
主
と
し
て

三
根
郡
坊
所
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
坊
所
鍋
島
氏
と
も
い
い
、
す
で
に
文
禄
の
こ
ろ
か
ら
鍋
島
直
茂
．
勝
茂
父
子
の
信
任
を
え
て
藩
政
の

枢
機
に
参
画
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
鍋
島
生
一

1

一
は
慶
長
検
地
に
基
づ
い
て
三
根
郡
の
う
ち
の
坊
所
郷
、
さ
ら
に
は
下
村
郷
の
内
に
分
散
し
て
一
、
七
五

0

(
8
)
 

石
の
知
行
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
が
、
さ
ら
に
右
の
知
行
宛
行
状
と
同
じ
長
野
逼
氏
の
紹
介
さ
れ
た
慶
長
十
六
年
辛
亥
正
月
十
一

日
付
の
「
肥
前
国
三
根
郡
坊
所
郷
之
内
庄
分
」
と
題
し
た
坪
付
状
に
は
、

源
太
郎

中
壱
段
弐
畝
拾
仁
歩
半

固
坪中

弐
段
壱
畝
拾
五
歩

同
坪下

弐
段
仁
畝
拾
仁
歩

と
一
筆
毎
に
田
畠
屋
敷
の
所
付
．
品
位
・
面
積
・
名
請
人
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
末
尾
に

都
合
田
畠
屋
敷
拾
四
町

定
米
百
拾
七
石
仁
斗
三
升

内

但
壱
反
一
一
付
壱
石
仁
斗
代

上
田
壱
町
八
段
五
畝
拾
四
歩

但
壱
反
一
一
付
米
壱
石
代

中
田
六
町
弐
段
七
畝
拾
仁
歩

組
壱
反
二
付
七
斗
五
升
代

下
田
弐
町
九
段
三
畝
廿
六
歩
半

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

慶
長
十
六
年
正
月
十
一
日

善

四

郎

新

九

郎

次
郎
三
郎

勝

茂
（
花
押
）

- 83 -



五
年
の
尾
州
名
古
屋
城
普
請
役
に
つ
い
て

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

（中

但
壱
反
二
付
米
八
斗
代

下
畠
三
反
九
畝
廿
九
歩

但
壱
反
二
付
米
壱
升
代

下
々
畠
九
反
壱
畝
八
歩

と
田
畠
屋
敷
面
積
の
合
計
と
定
米
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
知
行
宛
行
状
の
う
ち
の
「
庄
分
百
拾
七
石
弐
斗
三
升
」

は
後
者
の
坪
付
状
に
「
都
合
田
畠
屋
敷
拾
四
町
定
米
百
拾
七
石
仁
斗
一
＿
一
升
」
と
あ
る
定
米
と
同
一
で
あ
り
、
知
行
宛
行
状
の
高
は
実
際

の
収
納
闘
を
示
す
物
成
闘
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
成
知
行
の
体
制
が
と
ら
れ
た
の
は
、
天
正
十
六
年
の
、
豊
臣
政
権
の
意
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
竜
造
寺
氏
の
検
地
が
指

出
検
地
で
、
文
禄
四
年
の
太
閤
検
地
も
養
父
郡
の
み
と
い
う
全
領
域
に
わ
た
る
生
産
高
把
握
の
検
地
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
、
徴
祖

(
9
)
 

法
が
土
地
面
積
と
品
位
を
基
準
と
す
る
賦
課
方
式
（
反
取
法
）
の
採
用
と
な
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
慶
長
十

此
中
其
も
と
二
て
の
狡

量
之
上
二
、
家
中
よ
り
の
借
銀
、

は
や
京
伏
見
二
て
か
り
候
銀
、
一
ぞ
臼
貫
二
及
在
之
儀
候
閻
、
百
石
二
付
而
壱
貫
目
程
之
役
た
る
へ
く
候

間
、
万
事
被
得
其
意
、
肝
用
候
、
又
蔵
入
か
此
巾
色
々
遣
方
之
借
銀
、
ふ
し
ミ
ニ
て
相
改
見
申
候
ヘ
ハ
、
今
度
之
御
普
請
二
不
相
構
、
弐

百
七
十
貫
目
在
之
儀
候
、
又
今
度
尾
州
御
普
請
二
蔵
入
必
可
出
銀
手
、
又
我
等
今
度
方
々
へ
の
遣
物
料
之
銀
子
、
可
為
過
分
候
間
、
蔵
入

今
年
之
物
成
二
て
は
、
皆
納
之
儀
中
々
相
調
ま
し
き
と
迷
恐
千
万
二
候
、
其
二
付
、
弥
蔵
入
耕
作
念
を
入
、
家
巾
手
前
／
＼
損
毛
無
之
様

(10) 

二
気
遣
肝
用
候
」
と
い
う
鍋
島
勝
茂
の
書
状
に
窺
え
る
よ
う
に
、

石
高
制
下
の
過
重
な
軍
役

(11普
請
役
）
の
下
で
家
中
を
再
生
産
さ
せ

て
い
く
た
め
に
は
物
成
基
準
に
よ
る
諸
役
負
担
の
実
質
的
公
平
化
を
は
か
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
実
際
、

(11) 

そ
の
後
元
和
六
年
十
一
月
、
江
戸
詰
費
用
の
家
臣
団
の
負
担
が

定
米
壱
万
三
千
六
百
石

一
銀
壱
貫
七
百
九
拾
五
匁
弐
分

略）

Ill村
石
二
付
糾
拾
三
匁
弐
分
宛

諌

早

右

近

允

殿

「
尾
州
御
普
請
、
弥
造
作
可
入
鉢
二
巾
来
候
、
な
二
共
令
迷
惑
候
、

生

⑲ 
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と
あ
る
よ
う
に
定
米
、
す
な
わ
ち
物
成
高
を
華
準
に
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
聞
の
事
梢
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
検
地
が
活
権
力
に
よ
る
村
の
掌
握
と
密
接
に
関
連
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
結
果
、
新
開
地
が
領
主
的
土
地
所
有
の
ド
に
「
余

(12) 

田
」
と
し
て
統
一
的
に
掌
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
慶
長
九
年
の
「
当
物
成
目
安
」
に
よ
る
蔵
入
高
は
五
万
八
、
三
九
六
石
五

斗
、
こ
の
う
ち
慶
長
四
年
以
後
検
出
さ
れ
た
増
加
分
は
「
余
田
米
」
と
し
て
一
万
九
、

が
反
取
り
で
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
田
畠
反
別
の
掌
握
は
重
要
事
で
あ
っ
た
。

一
我
等
知
行
分
、
検
地
余
分
候
ハ
ハ
、
堅
固
二
申
付
、
手
き
ハ
よ
く

□指
渡
事
、
口
上

□□□
]
地
之
上
、
何
事

□取
沙
汰

□□□
一
間
敷
事
、
村
々
郷
々
分
々
二
帳
堅
め
申
付
、
惣
合
之
貝
数
、
不
存
や
う
二
可
申
付
候
、

何
も
西
長
二
、

IJJ
申
候
、
以
上

と
あ
る
よ
う
に
村
単
位
の
年
貢
量
の
確
定
を
華
礎
と
す
る
藩
権
力
に
よ
る
村
の
掌
握
が
め
ざ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

仁
比
山
水
上
坊
領
、
上
条
郷
之
内
院
内
井
仁
王
門
之
内
屋
敷

右
、
田
畠
屋
敷
、
合
四
町
四
段
弐
畝
十
九
歩

此
米
、
三
十
八
石
四
斗
七
升
八
合
九
杓

余
田
弐
反
八
畝
九
歩
半

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

内

生

＝
 

参

五
月
九
日

（
後
略
）

定
米
壱
刀
仁
千
三
百
五
拾
五
わ
六
升

一
同
壱
貫
六
百
三
拾
匁
八
分
七
厘

定
米
壱
jj
千
六
百
石

一
同
壱
貫
五
百
三
拾
壱
石
仁
分

一
五
一
石
七
斗
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
収
納

(13) 

こ
の
た
め
、
鍋
島
直
茂
の
「
覚
」
に

武

雄

主

殿

助

殿

多
久
長
門
守
殿
与
私
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す
な
わ
ち
、
検
地
終
/
J
の
翌
慶
長
十
五
年
旱
々
に
は
、
竜
辿
寺
四
家
の
連
署
に
よ
っ
て
給
地
・
蔵
入
地
を
と
わ
ず
、
塩
土
井
・
堤
築
造

・
道
橋
普
請
以
外
の
農
民
の
使
役
と
他
出
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
。
検
地
を
通
じ
て
「
人
付
」
、

生

ー 15

此
米
四
石
六
斗
九
升
壱
合
六
杓
六
札

右
、
慶
長
十
六
年
御
検
地
上
£
、
御
積
如
此

す
な
わ
ち
貞
和
夫
役
負
担
農
民
の
把

（
多
久
安
順
）

長
門
守
（
花
押
）

（
武
雄
茂
綱
）

主
殿
助
（
花
押
）

（
須
古
憎
昭
）

下

総

守

（
諫
早
直
孝
）

右
近
允
（
花
押
）

と
余
田
の
検
出
が
強
力
に
推
進
さ
れ
、
余
田
麻
は
知
行
高
な
い
し
蔵
入
高
へ
繰
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
検
地
を
基
礎
に
土
地
と
農
民
を
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
藩
権
力
の
政
策
基
調
が
、
こ
の
段
階
て
確
立
し
た

こ
と
で
あ
る
。

今
年
御
領
中
塩
土
井
・
水
土
井
・
道
橋
手
間
遣
之
外
、
一
切
百
姓
被
召
遣
間
敷
由
候
条
、
耕
作
一
篇
二
下
々
念
を
入
候
様
二
、
無
由
断

可
被
申
付
候
、
次
二
前
人
付
之
内
、
何
方
罷
出
候
ハ
ハ
、
領
主
代
官
可
為
曲
事
由
候
間
相
改
、
自
然
他
出
之
者
候
ハ
ハ
、
早
速
可
召
帰

歎
息
肝
要
二
候
、
や
と
ひ
に
罷
出
儀
も
堅
可
為
停
止
候
也

慶
長
十
五
年

IE
月
三
日

元
和
七
年十

月
八
日

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

(14) 

泰
純
（
花
押
）
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据
が
な
さ
れ
て
、
「
前
人
付
之
内
、
何
方
罷
出
候
ハ
ハ
、
領
主
代
官
可
為
曲
事
由
候
間
、
相
改
、
自
然
他
出
之
者
候
ハ
ハ
、

歎
息
肝
要
二
候
、
や
と
ひ
二
罷
出
儀
も
堅
可
為
停
止
」
と
農
民
の
土
地
緊
縛
が
強
化
さ
れ
、
個
々
の
給
人
支
配
を
超
え
た
藩
権
力
に
よ
る

一
元
的
農
民
支
配
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
慶
長
十
年
に
は

一
家
中
之
も
の
、
私
之
百
姓
被
官
｀
縦
相
果
候
而
不
叶
義
候
共
、
私
二
不
討
果
、
上
江
申
上
候
事

但
、
則
刻
相
果
候
て
不
叶
仕
合
候
ハ
ハ
、
不
及
申
上
候
事

二
日
姓
江
無
理
可
仕
懸
仁
於
在
之
ハ
、
聞
出
次
第
、
其
在
所
取
上
べ
き
事

(16) 

と
給
人
に
よ
る
被
官
や
そ
の
知
行
地
の
農
民
に
対
す
ろ
恣
意
的
制
裁
の
禁
止
が
示
達
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
慶
長
検
地
後
の
元
和
四
年

(17) 

こ
よ

.
,
＇
 一

為
給
人
百
姓
、
無
理
を
仕
懸
ル
地
頭
於
有
之
者
、
被
聞
召
付
次
第
、
其
在
所
可
被
取
上
申
候
事

一
不
依
給
人
百
姓
、
自
他
方
之
走
者
、
縦
如
何
鉢
之
雖
為
縁
者
、
不
遂
案
内
、
私
二
相
抱
間
敷
候
事

一
不
依
給
人
百
姓
町
人
、
自
他
方
之
走
者
、
並
無
緑
之
徒
者
二
、
一
切
宿
を
借
ス
ヘ
か
ら
さ
る
事

一
不
依
給
人
百
姓
、
其
主
人
領
主
二
不
相
届
、
人
を
描
ま
し
き
の
事

と
定
め
ら
れ
、
ま
た

一
不
依
給
人
百
姓
町
人
、
不
遂
案
内
、
何
方
奉
公
二
罷
出
儀
、
並
賃
取
二
参
候
儀
、
堅
法
度
之
事

一
公
儀
御
普
請
之
掟
、
並
供
之
刻
者
、
法
度
之
条
々
前
如
相
定
候
、
不
可
相
違
事

一
諸
沙
汰
難
分
り
様
子
於
有
之
者
、
直
二
可
承
事

一
兼
而
為
存
又
内
之
者
、
不
遂
案
内
、
致
成
敗
儀
停
止
之
事

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

早
速
可
召
帰

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
給
人
独
自
の
検
断
権
が
否
定
さ
れ
る
一
方
、
農
民
の
土
地
緊
縛
も
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
元
和
七
年
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佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

十
月
に
は
蔵
入
地
の
み
な
ら
ず
知
行
地
の
股
民
使
役
・
賦
役
収
取
に
関
す
る
厳
重
な
規
制
が
打
ち
出
さ
れ
て
、

(18) 

の
遵
守
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
於
郡
郷
申
付
候
掟
、
自
然
相
違
仕
儀
於
有
之
者
、
無
用
捨
、
為
郡
代
可
申
出
事

一
も
万
石
二
付
而
、
大
散
使
壱
人
二
切
米
拾
五
石
宛
之
事

但
、
夫
料
之
内
よ
り

一
同
大
散
使
へ
、
田
三
町
之
点
役
・
郷
役
尤
免
候
事

]
小
庄
屋
ヘ
ハ
、
点
役
前
、
米
貞
石
二
付
而
七
石
宛
差
免
候
事

一
配
分
所
舛
井
斗
井
俵
之
出
入
、
蔵
入
並
二
可
申
付
事

一
塩
土
井
・
水
土
井
、
手
間
賦
之
事

一
至
百
姓
、
無
理
を
仕
代
官
・
給
人
於
有
之
ハ
、
承
立
可
申
出
事

一
荒
所
之
儀
、
訥
取
／
＼
之
一
郡
相
改
nJ
申
聞
事

一
野
山
成
之
事
、
百
姓
迷
惑
二
成
候
儀
、
聞
出
次
第
、
為
郡
代
可
申
出
ポ

一
百
姓
或
走
、
或
不
遂
案
内
地
方
奉
公
二
罷
出
儀
、
又
は
賃
取
二
参
候
儀
、
堅
令
停
止
候
間
、
切
々
念
を
入
相
改
、
若
違
背
之
者
於
有

之
は
、
無
油
断
、
親
類
巾
へ
可
申
届
候
、
蔵
入
百
姓
之
儀
は
、

i
t
-―-
•
鍋
島
平
右
衛
門
へ
も
可
申
渡
事

一
犬
料
と
し
て
、
物
成
も
石
二
付
面
、
蔵
入
よ
り
ハ
五
升
、
配
分
所
ハ
三
升
、
惣
百
姓
共
よ
り
芋
ん
出
、
郷
夫
召
什
間
敷
事

但
、
召
仕
仮
ハ
て
不
叶
儀
ハ
、
其
手
寄
／
＼
之
在
所
之
者
二
料
を
差
出
、
可
召
仕
事

命
じ
、 こ

の
よ
う
に
、
慶
長
検
地
を
契
機
に
農
民
の
士
地
緊
縛
が
強
化
さ
れ
て
物
成
知
行
の
体
制
と
な
り
、
統
一
的
農
民
支
配
体
制
の
基
礎
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
知
行
制
が
確
宣
し
た
が
、
璽
要
な
こ
と
は
、
鍋
島
氏
が
検
地
を
踏
ま
え
て
慶
長
卜
五
年
全
家
臣
団
に
対
し
一
―
一
部
上
地
を

そ
の
蔵
入
地
化
を
は
か
る
一
方
、
さ
ら
に
元
和
七
年
に
も
竜
造
寺
一
門
四
家
に
一
一
一
部
上
地
を
強
制
し
、
こ
れ
ら
の
三
部
上
地
に
よ

つ
ぎ
の
よ
う
に
郡
代
に
そ
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第2表慶長・元和期における竃造寺およぴ鍋島一門の上地高推移

氏 名 上地成前の 慶長15年の 上地成後の 元和地7年の 上地成後の
物高 上地高 物高 上高 物高

石 石 石 石 石

諫 早 21,387.2 6,416.2 14,971.2 4,491.0 10,480.0 
武 雄 17,298.279 5,189.479 12,108.8 3,480.0 8,628.8 

多 久 16,400.0 4,900.0 11,500.0 3,928.349 7,571.651 

須 古 6,432.0 1,899.0 4,533.0 1,233.0 3,300.0 

鹿 島 10,000.0 3,000.0 7,000.0 

神 代 4,500.0 1,350.0 3,150.0 

村 田 3,000.0 

横岳鍋島 3,777.0 1,133.0 2,644.0 

姉川鍋島 2,698.0 809.0 1,889.0 

神代鍋島 2,500.2 750.0 1,750.0 

深堀鍋島 2,214.2 664.2 1,550.0 

〔註）「御親類始御家老迄家々之大概」によって作成。

圧
倒
的
優
位
を
た
も
ち
、
か
つ
鍋
島
氏
と
も
拮
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

竜
造
寺
一
門
五
家
の
知
行
高
（
物
成
）

鍋
島
一
門
の
知
行
高
（
物
成
）

一
万
五
、
六
八
九
石
余
は
諌
早
・
武
雄
・
多
久
・
須

っ
て
拡
大
さ
れ
た
蔵
入
地
を
基
盤
に
慶
長
か
ら
寛
永
期
に
か
け
て
鍋
島
氏
直
系
一
門
の
創
出
と
そ
の
知
行
地
の
拡
充
を
は
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
三
部
上
地
を
め
ぐ
る
知
行
政
策
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

鍋
島
勝
茂
が
竜
造
寺
氏
の
家
督
を
相
続
し
て
藩
主
と
な
っ
た
慶
長
十
二
年
段
階

の
鍋
島
一
門
に
は
、
天
正
四
年
以
来
藤
津
郡
の
鹿
島
に
あ
っ
て
「
藤
津
衆
」
を
統

轄
し
て
い
た
直
茂
の
兄
鍋
島
信
房
、
石
井
信
忠
の
長
男
で
一
時
直
茂
の
婿
養
子
に

な
っ
て
そ
の
後
慶
長
五
年
横
岳
頼
続
の
遺
領
を
相
続
し
て
い
た
鍋
島
茂
里
、
鍋
島

一
族
で
姉
川
家
を
相
続
し
て
い
た
鍋
島
道
虎
（
生
三
）
、
茂
里
の
弟
で
深
堀
純
賢
の

養
子
と
な
っ
て
い
た
鍋
島
茂
賢
、
直
茂
の
弟
小
川
信
俊
の
三
男
で
神
代
家
を
相
続

し
て
い
た
神
代
家
良
等
が
上
級
家
臣
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

古
・
村
田
の
竜
造
寺
一
門
五
家
の
知
行
高
（
物
成
）
六
万
四
、

0
％
に
も
み
た
な
か
っ
た
。

六
万
四
、

し
を
は
か
る
一
方
、

す
な
わ
ち
、

五
一
七
石
余
の
二

五
一
七
石
余
は
慶
長
九
年
の
「
当
物
成
目
安
」
の
蔵
入
高
五
万
八
、
三

九
六
石
五
斗
を
上
廻
わ
り
、
知
行
高
に
お
い
て
竜
造
寺
一
門
は
鍋
島
一
門
に
対
し

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
勝
茂
は
前
述
の
慶
長
検
地
を
通
じ
て
石
高
の
打
出

ま
ず
慶
長
十
三
年
に
は
「
今
年
鍋
島
豊
前
守
信
房
、
居
城
鹿

(2) 

部
上
地
と
鍋
島
一
門
の
知
行
地
拡
充

- 89 -



佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

と
あ
っ
て
、
慶
長
十
四
年
の
末
に
は
鍋
島
忠
茂
の
所
領
・
鍋
島
伝
兵
衛
の
知
行
地
、
そ
れ
に
蔵
入
地
の
所
付
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
検
地
作
業
の
総
括
と
し
て
、
慶
長
十
五
年
十
一
月
十
六
日
に
は
佐
賀
郡
川
副
庄
や
杵
島
郡
白
石
な
ど
の
代
官
所
の
判
物
が
代
官
の
鍋
島

告
一
や
石
井
清
五
左
衛
門
尉
等
に
発
給
さ
れ
る
一
方
、
慶
長
十
六
年
正
月
十
一
日
付
で
三
部
上
地
に
よ
る
残
七
部
の
知
行
地
に
つ
い
て
改

め
て
家
中
に
物
成
高
に
よ
る
知
行
宛
行
状
が
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

年
紀
を
欠
く
が
慶
長
十
五
年
十
二
月
と
推
定
さ
れ
る
多
久
長
門
守
宛
勝
茂
書
状
ば
は

勝

島
恒
広
井
藤
津
郡
ノ
領
地
ヲ
四
男
鍋
島
伝
兵
衛
茂
教
二
譲
リ
分
家
ス
、
時
二
公
恒
広
城
附
井
新
町
可
支
配
旨
御
判
物
被
下
、
同
十
一
月
信

房
又
手
組
藤
津
郡
衆
ヲ
モ
相
譲
ル
、
此
時
モ
公
御
判
物
ヲ
被
成
下
ケ

(
9〗
と
あ
る
よ
う
に
叔
父
の
鍋
島
信
房
を
藤
津
郡
の
鹿
島
か
ら
高
来

郡
の
神
代
へ
移
し
て
神
代
鍋
島
家
を
、
ま
た
翌
十
四
年
に
は
弟
忠
茂
に
新
た
に
定
米
一
万
石
を
与
え
て
鹿
島
鍋
島
家
を
創
設
し
た
。
検
地

と
併
行
し
て
一
部
家
中
の
所
替
と
蔵
入
地
の
統
廃
合
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
慶
長
十
四
年
霜
月
廿
七
日
付
の
多
久
長
門
守
宛
勝
茂
書
臨
に
は
、

書
中
披
見
申
候
、

（
小
山
茂
成
）

一
助
右
衛
門
尉
居
屋
敷
之
儀
者
、
小
平
五
左
召
置
可
申
候
、
家
之
儀
者
、
助
右
勝
手
能
様
二
可
有
談
合
候
、
先
様
之
儀
者
、
右
之
分
二

存
候
、
い
ま
た
申
ハ
不
聞
セ
候

（

鍋

島

忠

茂

）

（

納

富

）

一
和
泉
知
行
所
之
儀
、
納
千
兵
衛
参
、
御
仕
分
相
澄
候
由
、
尤
二
存
候

（
鍋
島
茂
教
）

一
伝
兵
衛
知
行
所
之
儀
、
談
合
相
究
候
哉
、
片
時
も
急
相
渡
り
候
様
二
、
肝
要
二
存
候

一
蔵
入
所
、
藤
津
之
内
・
芦
ケ
里
之
内
、
い
ま
た
村
付
不
相
澄
、
代
官
之
者
共
へ
早
々
引
渡
シ
申
度
候
条
、
被
相
究
、
晩
本
書
付
可
給

候
、
失
念
有
間
敷
候
、
恐
々
謹
言

（
慶
長
十
四
年
力
）

霜
月
廿
七
日

茂
（
花
押
）
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諸
与
之
知
行
わ
り
、
相
澄
候
ハ
ハ
、
日
ド
々
見
申
度
候
、
此
中
延
引
申
候
間
、
可
有
急
候
、
何
も
御
返
事
二
可
承
候
、

十
二
月
十
八
日

(22) 

と
あ
り
、
ま
た
闘
じ
く
鍋
島
生
一
1

宛
勝
茂
書
状
に
は
「
我
等
馬
廻
は
い
分
、
今
日
中
二
相
澄
可
申
候
、
く
し
取
者
不
罷
成
様
子
候
間
、
皆

々
わ
り
付
申
候
、
其
心
得
尤
候
」
と
あ
っ
て
、
知
行
割
付
け
に
も
と
づ
き
同
年
十
二
月
廿
五
日
に
は
つ
き
の
よ
う
な
判
物
が
交
付
さ
れ
て

右
之
分
二
与
私
二
相
渡
候
間
、
出
人
無
様
二
わ
り
可
渡
者
也

十
二
月
廿
五
日

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

己
上

内

_
-
．
根
郡
坊
所
繹
之
内

米
弐
千
九
百
九
十
石
九
斗
五
升
一
合

同
郷
下
村
郷
之
内

米
千
五
百
五
十
三
石
五
斗
四
升

謀
津
郡
五
町
田
ノ
内

米
弐
百
拾
九
石
弐
升
六
合

同
郡
一
口
坂
之
内

米
三
百
八
十
七
石
一
•
!
斗
四
合

姿
父
郡
轟
村
之
内

米
弐
拾
壱
石

小
城
郡
白

□ヶ
里
ノ
内

米
四
拾
七
石
九
斗
九
合

(23) 

生
三
与
私

合
米
五
干
弐
百
拾
九
石
七
斗
三
升

恐
々
か
し
く

信
濃
守
（
花
押
・
黒
印
）

- 91 -



佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

(24) 

成
富
十
右
衛
門
尉
与
私

合
米
三
千
四
百
四
拾
壱
石
八
斗
五
升

内

佐
賀
郡
国
分
村

米
三
百
四
十
八
石
壱
斗

同
郡
尼
寺
村

米
四
百
八
十
四
石
六
斗
九
升

同
郡
小
川
分
之
内

米
七
拾
七
石
壱
斗
九
升

三
根
郡
下
村
郷
之
内
日
伝
寺
分

米
百
州
壱
石
七
升

同
郡
坊
所
郷
之
内
瀬
一
口
口
分

米
九
十
弐
石
五
斗
四
升

同
郡
上
寄
人
分
之
内

米
百
廿
四
石
四
斗
三
升
九
合

同
郡
矢
俣
之
内
犬
丸
分

米
弐
百
州
三
石
壱
斗
壱
升

同
郡
矢
俣
南
嶋
之
内

米
弐
百
弐
十
石
弐
斗

三
根
郡
下
村
郷
こ
も
の
江
ノ
内

米
百
六
十
六
石
壱
斗
六
升
七
合

同
郡
矢
俣
坂
口
村
之
内

米
五
拾
石

杵
嶋
郡
一
二
法
方

米
千
弐
百
石

同
郡
白
石
ひ
ノ
目
ノ
内

米
百
拾
石
七
斗
壱
升
三
合

同
郡
伊
賀
代
ヶ
里
之
内

米
九
十
八
石
九
斗
八
升

藤
津
郡
五
町
田
之
内

米
百
四
石
六
斗
五
升
壱
合

右
之
分
、
与
私
二
相
渡
候
間
、
出
入
無
之
様
二
わ
り
可
渡
者
也

已
上
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十
二
月
廿
五
日

杓
、
合
而
五
百
九
拾
五
石
地
之
事
、
宛
行
畢

闘
紙
者
早
任
先
例
之
旨
、

PJ
領
地
之
状
如
件

慶
長
十
六
年
正
月
十
一
日

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
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勝

「
与
私
」
と
は
一
，
与
中
井
私
之
家
中
」
あ
る
い
は
「
与
巾
私
之
被
官
」
の
こ
と
で
、
家
臣
団
構
成
の
中
核
を
な
す
大
組
の
大
与
頭
を
通

じ
て
大
組
を
構
成
す
る
家
中
に
知
行
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
両
組
の
知
行
地
が
広
範
囲
に
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
鍋
島
生
三
与
私
の
場
合
は
五
郡
・
五
郷
に
、
ま
た
成
富
十
右
衛
門
尉
与
私
の
場
合
は
四
郡
・
九
郷
に
わ
た
る
分
散
知
行
て

(25) 

あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
が
「
某
村
内
」
の
表
記
で
宛
行
わ
れ
て
い
る
石
井
清
五
左
衛
門
尉
茂
泊
と
小
山

(26) 

五
左
衛
門
尉
茂
成
へ
の
相
給
形
態
の
知
行
宛
行
状
で
あ
ろ
う
。

肥
前
鳳
二
根
郡
西
嶋
本
分
之
内

1

二
百
廿
壱
石
壱
斗
八
升
六
合
四
杓
、
江
向
之
内
貞
七
拾
三
石
四
斗
弐
升
一
合
、
田
嶋
之
内
百
斜
四
斗
壱

肥
前
国
三
根
郡
西
嶋
本
分
之
内
弐
百
廿
壱
石
九
斗
六
升
六
合
、
江
向
之
内
百
廿
仁
斜
四
斗
七
合
五
杓
、
田
嶋
之
内
七
拾
五
石
六
斗
弐
升
六

合
五
抄
、
合
而
四
百
廿
石
地
之
事
、
宛
行
畢
、
硯
呻
紙
者
早
任
先
例
之
、
可
領
地
之
状
、
如
件

茂
（
花
押
）

石
井
清
五
左
衛
門
尉
と
の
ヘ

勝
茂
（
札
押
）

（
花
押
）

信
濃
守

O
(黒
印
）
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す
な
わ
ち
、
検
地
に
続
い
て
強
行
さ
れ
た
三
部
上
地
に
よ
り
、
家
中
の
知
行
高
が
大
き
く
減
少
し
た
の
み
な
ら
ず
、
知
行
地
も
割
替
え

ら
れ
て
大
き
く
変
動
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
家
中
の
知
行
地
が
分
断
さ
れ
て
錯
綜
す
る
に
至
り
、
知
行
地
と
蔵
入
地
と
の
入
組
み

一
部
の
大
配
分
の
一
円
的
知
行
地
は
と
も
か
く
、
個
々
の
家
中
の
村
落
支
配
は
大
き
く
制
限
さ
れ
る
に
至
っ
た

も
一
段
と
促
進
さ
れ
た
。

の
で
あ
る
。

さ
て
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
三
部
上
地
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
徳
川
幕
府
の
一
連
の
普
請
課
役
の
重
圧
が
領
主
財
政

を
大
き
く
圧
迫
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
佐
賀
藩
の
場
合
は
竜
造
寺
氏
の
領
国
が
戦
国
末
期
に
わ
か
に
縮
少
し
、
し
か
も
藩
主
が
鍋
島
氏
に

交
代
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
竜
造
寺
氏
の
一
族
は
依
然
と
し
て
巨
大
な
知
行
地
を
擁
し
て
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
表
高
に
応
じ
て
賦

課
さ
れ
る
普
請
役
は
蔵
入
の
比
率
の
小
さ
か
っ
た
鍋
島
氏
に
は
殊
に
大
き
な
財
政
上
の
打
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
慶
長
十
五

年
の
名
古
屋
城
普
請
に
際
し
、
鍋
島
氏
は

鍋
島
信
濃
守
勝
茂

四
拾
六
万
四
千
百
四
拾
六
石
八
斗
三
割
加
て

（
刃
）

本
三
拾
五
万
七
千
三
拾
六
石
也

と
表
高
三
五
万
七
、

0
三
六
石
に
対
し
て
三
割
増
し
の
役
高
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
。

（
お
）

茂
の
書
状
に
は

こ
の
た
め
、
同
年
春
年
と
推
定
さ
れ
る
国
許
へ
の
勝

猶
以
、
愛
元
惣
様
之
鉢
、
勘
右
衛
門
尉
可
申
達
候
間
、
書
中
不
具
候
、
以
上

（
鍋
島
茂
里
）
（
成
富
茂
安
）

今
度
罷
上
候
て
上
方
之
様
子
見
聞
候
処
、
手
前

□は
た
と
相
続
間
敷
鉢
二
相
成
候
二
付
、
主
水
・
成
十
右
、
其
外
年
共
寄
候
者

□□
]
、
い
か
か
可
仕
之
由
談
合
申
候
処
、
存
寄
之
儀
共
有
之
事
候
条
、
為
談
合
、
細
砕
勘
右
衛
門
尉
二
相
含
、
親
類
中
ヘ
一
ッ
書
を
以

申
越
候
、
立
入
談
合
候
て
、
先
様
相
続
候
様
二
ロ
達
尤
候
、
今
之
鉢
二
候
ハ
ハ
中
／
＼
不
相
続
、
可
自
滅
儀
、
眼
前
候
条
、
能
々
四
人

肥
前

小
山
平
五
左
衛
門
尉
と
の
ヘ

- 94 -



と
あ
っ
て
、
「
今
之
鉢
二
候
ハ
ハ
巾
／
＼

4`

小
相
続
、
可
自
滅
俄
、
眼
伯
候
条
、

加
州
得
御
怠
、
何
之
道
二
も

先
様
相
か
か
ハ
る
へ
き
仕
樹
、
今
年
二
為
相
究
と
存
候
」
と
公
儀
並
兄
叩
役
の
遂
行
か
ら
必
然
化
さ
れ
た
藩
財
政
の
窮
乏
を
打
開
す
る
た
め

に
は
抜
本
的
対
策
を
構
じ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
方
途
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋

城
将
請
課
役
に
よ
る
大
き
な
打
撃
が
、
勝
茂
を
し
て
全
家
臣
団
に
対
し
て
の
一
云
一
部
上
地
に
よ
る
蔵
入
地
の
拡
大
策
と
、
反
米
返
上
の
名
儀

で一

0
0
石
に
つ
き
七

0
石
の
出
米
を
命
じ
る
吠
意
を
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

(29) 

同
年
霜
月
十
一
日
付
の
村
田
八
助
宛
家
老
多
久
長
門
守
等
連
瑞
書
状
に
は
、

（
鍋
島
勝
茂
）

信
濃
守
所
汐
飛
脚
被
申
付
候
間
、
幸
ニ
―
書
令
啓
上
候
、
然
者
、
当
領
分
之
儀
、
悉
皆
被
相
改
、
上
下
大
小
共
二
、
不
残
百
石
二
付
―
―
―

十
石
之
分
差
上
由
事
候
、
雖
然
貨
様
御
知
行
之
儀
者
、
已
前
二
不
相
替
様
二
と
被
由
付
候
、
次
二
今
度
尾
州
御
澁

請
、
過
分
之
入
用
付
而
、
家
中
借
銀
不
及
カ
ニ
候
閻
、
為
返
納
、
百
石
£
七
十
石
宛
之
反
米
を
被
申
付
候
得
共
、
是
も
御
手
前
之
儀
ハ

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

（
鍋
島
道
虎
）

生
―
―
-

（
久
納
茂
仮
）

久

巾

右

（
石
井
茂
惰
）

石
清
五
左

（
三
浦
賢
純
）

三
四
郎
右
ま
い
る

□□
]
月
九
日 （

鍋
島
直
茂
）

之
衆
へ
談
合
申
、
加
州
得
御
息
、
何
之
道
二
も
先
様
相
か
か
ハ
る
へ
き
仕
置
、
今
年
二
為
相
究
と
存
候
、
其
元
に
て
存
候
ニ
ハ
、
当

年
こ
＼
も
と
の
様
鉢
相
迅
申
候
、
従
是
申
遣
候
筋
二
被
相
澄
候
ハ
ハ
可
然
存
候
、
去
年
之
御
普
請
衆
、
又
今
年
尾
州
御
普
請
被
仰
付
儀

二
候
、
か
様
二
候
ヘ
ハ
、
造
作
苦
労
之
所
も
御
構
な
く
、
御
仕
囲
殊
外
御
急
之
鉢
と
相
見
え
候
条
、
来
年
又
九
州
衆
二
御
饂
請
可
被
仰

付
候
閻
、
万
事
其
狡
量
候
て
、
此
書
中
之
通
、
加
州
へ
能
々
可
巾
上
候
、
謹
言

信
州
存
奇
を
以
、

能
々
四
人
之
衆
へ
談
合
申
、

勝

茂
（
花
押
）
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と
あ
り
、 佐

賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

指
迦
被
申
候
、
労
以
、
倍
州
心
付
不
大
形
候
条
、
其
御
心
得
御
尤
候
、
為
御
存
候
、
恐
性
謹
言

霜
月
十
四
日

慶
長
十
五
年
に
は
竜
造
寺
氏
の
本
家
格
で
あ
る
村
田
家
を
除
く
家
臣
団
に
、

円
、
す
な
わ
ち
諌
早
・
武
雄
・
多
久
・
須
古
の
竜
造
寺
四
家
は
、
つ
づ
い
て
元
和
七
年
に
も
三
部
上
地
を
強
制
さ
れ
、
一
一
度
に
わ
た
る
三

部
上
地
の
結
果
、
そ
れ
ら
竜
造
寺
一
門
四
家
の
知
行
地
は
半
減
す
る
に
至
っ
た
の
て
あ
る
。
こ
う
し
て
鍋
島
氏
は
公
儀
悩
請
役
の
負
担
を

上
地
と
反
米
賦
課
と
い
う
形
で
家
臣
団
に
転
嫁
し
、
同
時
に
鍋
島
氏
と
家
臣
団
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
―
一
部
上
地
に
際
し
、

ど
の
よ
う
な
地
域
が
蔵
人
地
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

Q

つ
き
に
竜
造
寺
氏
一
門
に
則
し
て
検
討
し
て

み
よ
う
。
ま
ず
多
久
の
竜
造
寺
長
伝
が
天
正
十
八
年
＿
―
-
月
七
日
付
て
豊
臣
秀
吉
か
ら
安
堵
さ
れ
た
知
行
高
三
万
―
-
、
八

0
0
石
の
知
行
地

（
④
）
 

は
、
「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

三
根
郡
之
内
（
矢
俣
）

佐
賀
郡
之
内
（
萩
野
・
尼
寺
ノ
内
．

K
喜
瀬
・
八
月
・
真
木
・
木
原
・
竹
藤
・
南
里
・
新
郷
・
鹿
子
）

杵
島
郡
之
内
（
志
久
・
北
方
・
氏
玉
寺
・
焼
米
•
福
母
•
宮
佐
ノ
木
・
大
渡
•
山
ロ
・
砥
川
・
椛
島
）

小
城
郡
之
内
（
多
久
・
別
府
・
納
所
・
北
浦
・
深
河
・
江
里
山
・
初
田
ケ
里
）

人
々
御
中

村

八

介

様

f

部
K
地
が
実
施
さ
れ
た
。 諌 須 武 多

な
お
、

竜
造
寺

昆
閤
u
判

臼
誓

贔
塑
U
判

（
直
孝
）

右
近
佑
判
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同
千
五
拾
石

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

同
六
拾
石

上焼

嘉 米

勢日村

志

久

村

副
島
兵
左
給

永
崎
ケ
里

喜
佐
木
村

椛

島

村

同
弐
百
六
拾
九
石
八
斗

大

渡

村

北

方

村

同
五
百
六
拾
九
石

福

母

村

山
口
之
内

米
三
千
弐
百
七
拾
九
石
八
斗
八
升
三
合

同
千
百
七
拾
九
石
壱
斗
七
升
四
合

同
千
七
百
廿
五
石
九
斗
八
升

同
四
百
八
拾
石
五
斗
五
升

同
三
百
拾
三
石
九
升

同
八
百
八
拾
七
石
四
斗

同
百
九
拾
四
石
九
斗

同
三
百
八
拾
弐
石
三
斗

同
五
百
七
拾
三
石
弐
斗

同
百
八
拾
八
石
五
斗

別

府

村

砥

川

村

萩

野

村

て
示
せ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

多

久

村

す
な
わ
ち
、
三
部
上
地
前
の
多
久
家
の
知
行
地
は
小
城
郡
西
南
部
・
杵
島
郡
東
部
・
佐
賀
郡
中
南
部
・
そ
れ
に
三
根
郡
の
一
部
に
広
範

囲
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
慶
長
十
五
年
、
尼
寺
・
八
戸
・
真
木
・
木
原
・
竹
藤
・
南
里
・
新
郷
・
飯
盛
・
末
次

・
袋
・
矢
俣
・
北
浦
・
深
河
・
江
里
山
・
初
田
ケ
里
・
山
口
な
ど
、
佐
賀
郡
と
小
城
郡
東
部
を
中
心
と
す
る
十
七
ケ
村
の
田
畠
四
、
九
〇

(31) 

0
石
に
対
し
て
三
部
上
地
が
実
施
さ
れ
た
。
残
余
の
領
分
と
そ
の
物
成
高
を
慶
長
十
六
年
亥
正
月
拾
八
日
付
「
御
領
分
村
目
安
」
に
よ
っ
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右
の
物
成
高
一
万
二
、
一
八
五
石
壱
斗
の
う
ち
に
は
、
多
久
領
の
物
成
の
ほ
か
に
こ
の
と
き
多
久
長
門
守
の
指
揮
に
あ
っ
た
若
干
の
勝
茂

直
参
の
家
中
知
行
地
の
物
成
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
慶
長
十
五
年
の
三
部
上
地
で
多
久
氏
の
知
行
地
は
小
城
郡
の
多
久
地
方
と
杵
島
郡
の

一
部
に
縮
少
し
、
物
成
高
も
そ
れ
ま
で
の
一
万
六
、

0
0
0
石
よ
り
一
万
一
、
五

0
0
石
に
半
減
し
た
。
の
み
な
ら
ず
元
和
七
年
に
は
、

さ
ら
に
佐
賀
郡
の
う
ち
の
上
嘉
瀬
、
そ
れ
に
砥
川
・
福
母
・
喜
佐
木
・
大
渡
の
杵
島
郡
東
部
の
四
ケ
村
、
都
合
五
ケ
村
の
田
畠
と
小
物
成

外
ニ

米
拾
三
石

外
二
六
拾
九
石
五
斗

長
門
殿
私
領

別
府
町
成

同

人

百
拾
九
石

百
四
拾
弐
石
壱
斗

副鍋

左

馬

助

兵
左
衛
門給

百
廿
五
石
五
斗

内 内
五
十
石
内
儀

同
六
百
五
拾
六
石
壱
斗

米
壱
万
千
五
百
廿
九
石

内

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

同
百
廿
三
石
壱
斗
六
升

同
八
拾
石
壱
斗

同
八
百
廿
八
石
六
升
三
合

右
合
米
壱
万
弐
千
百
八
拾
五
石
壱
斗

副

嘉

兵

衛

与
中

内
二
百
五
拾
八
石
三
斗
四
升
与
中
知
行

私

納

所

村

副
嘉
兵
衛
給

下

簑

具

鍋
左
馬
助
給

上

簑

具
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同
壱
石

同
八
斗
九
升
五
合

同
六
斗
弐
升
五
合

同
五
斗
六
升

・
合
米
―
―
-
、
九
二
八
石
三
斗
四
升
九
合
の
上
地
を
つ
ぎ
の
如
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

(32) 

多
久
長
門
守
差
上
候
在
所
覚

一
米
七
百
九
拾
壱
石
六
斗
六
升

但、

一
村
之
内
庄
屋
敷
且
米
四
拾
石
壱
斗
弐
升
四
合
除
ク

一
米
千
九
百
拾
石
七
斗
五
升
六
合

内
米
百
五
石
五
斗
三
升
友
田
満
江
物
成

一
米
五
百
七
拾
三
石
八
斗
三
升
三
合

一
同
弐
面
六
拾
九
石
八
斗

同
一
三
臼
八
拾
弐
石
三
斗

右
合
米
三
千
九
百
弐
拾
八
石
三
斗
四
升
九
合

同
拾
三
石

同
弐
百
弐
石

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

米
三
千
四
百
五
拾
石

同
百
弐
拾
六
石
五
斗
五
升

内

福
母
村

大
渡
村

讐
万
千
五
百
石
ョ
リ

1

1

一部

（
医
）

伊
王
寺
諸
所
代

志
久
村
右
同

副
兵
左
衛
門
知
行

椛
島
代

石
井
彦
左
衛
門
・
宣
岡
伝
左
衛
門
存

（
医
）

伊
王
寺
小
物
成
代

同
人
存

同
所
小
物
成
代

常
富
太
郎
右
衛
門
存

同
所
萱
野
代

同
人
存

北
方
久
津
具
萱
野
代

嘉
佐
木
村

砥
川
村
之
内

（
瀬
）

嘉
世
村
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元
和
の
三
部
上
地
で
は
本
田
畠
の
み
な
ら
す
、
領
主
的
経
営
の
棋
粁
を
な
す
配
分
地
の
山
林
・
原
野
の
没
収
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
が
、
二
回
に
わ
た
る

1

一
一
部
上
地
の
結
果
、
多
久
家
の
知
行
地
は
小
城
郡
西
部
と
杵
島
郡
の
一
部
に
大
き
く
削
減
さ
れ
、
物

成
高
も
さ
き
の
一
万
一
、
五

0
0
石
か
ら
さ
ら
に
七
、
五
七
一
石
余
に
半
減
し
て
い
る
。

同
様
に
、
天
止
十
七
年
来
、
高
来
郡
伊
佐
旱
庄
を
中
心
に
彼
杵
•
藤
洋
・
小
城
郡
の
諸
所
に
所
領
を
打
し
て
い
た
諌
旱
家
に
対
し
、
小

城
郡
を
中
心
に
藤
津
・
彼
杵
郡
の
諸
所
か
、
ま
た
同
じ
く
枡
島
郡
の
塚
崎
庄
・
長
島
庄
と
下
松
浦
郡
の
有
田
・
小
城
郡
の
東
郷
・
佐
賀
郡

の
素
瀬
を
有
し
て
い
た
武
雄
家
に
対
し
、
ま
す
慶
長
十
五
年
小
城
郡
の
北
方
・
杵
島
郡
の
椛
島
・
西
松
浦
郡
の
桃
JI等
に
、
つ
づ
い
て
元

和
七
年
杵
島
郡
の
上
野
・
川
古
・
小
野
原
・
川
上
・
黒
岩
•
本
部
、
ま
た
は
西
松
浦
郡
の
堤
川
等
に
三
部
上
地
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
｀
諌
早
氏
の
知
行
地
は
裔
来
郡
を
中
心
に
藤
津
郡
と
彼
杵
郡
の
一
部
に
、
ま
た
武
雄
氏
の
そ
れ
は
杵
島
郡
西
南
部
と
藤
津
郡

の
一
部
に
著
し
く
縮
少
さ
れ
て
、
必
然
的
に
物
成
高
も
、
州
者
が
二
万
一
、
三
八
七
石
余
か
ら
一
万
0
、
四
八

0
石
に
、
後
者
も
同
じ
く

一
万
七
、
二
九
八
石
余
か
ら
八
、
六
二
八
石
余
に
一
挙
に
半
減
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
家
臣
団
知
行
地
の
削
減
と
は
う
ら
は
ら
に
蔵
入
地
の
量
的
拡
大
が
お
し
進
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
代
官
所
が
一
―
一
部

上
地
の
家
中
の
知
行
地
を
包
摂
し
つ
つ
、
佐
賀
城
の
存
在
す
ろ
佐
賀
郡
を
中
心
に
頷
内
の
要
地
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
慶
長

(33)

（

34) 

十
五
年
十
一
月
、
代
官
所
が
佐
賀
郡
の
川
副
郷
に
物
成
高
一
万
五
、
二
五

0
石
余
、
杵
島
郡
の
白
石
郷
内
に
同
じ
く
六
、
一
七

0
石
余
、

以

上

同
壱
石

同
所
小
物
成
代

同
百
三
拾
石

同
弐
石
四
斗
四
升
四
合

同
壱
斗
七
升
五
合

同
壱
斗

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

石
井
彦
左
衛
門
•
宮
岡
伝
左
衛
門
存

焼
米
小
物
成
代

同
人
存

萩
野
村
右
同

同
人
存

同
所
右
同

古
賀
皆
木
村
代
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「
御
蔵
入
」
は
七
万
七
、
六
九
七
石
三
斗
三
升
三
合
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

(37) 

て
一
万
九
、
三

0
0
石
八
斗
三
升
―
二
合
の
増
加
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
和
―
―
一
部
上
地
後
の
寛
永
四
年
の
「
目
安
」
で
は
、
蔵
入
―
一
万
八
、

八
五
七
石
五
斗
六
升
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
元
和
六
年
よ
り
四
刀
一
、
一
六

0
石
二
斗
二
升
七
合
、
慶
長
九
年
よ
り
六
万
0
、
四
六
一

石
六
升
の
増
加
と
な
り
、
二
回
の
一
一
一
部
上
地
に
よ
る
没
収
高
は
開
発
裔
と
と
も
に
蔵
入
地
の
拡
大
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
留
涵
す
べ
き
こ
と
に
は
、
こ
の
間
、
勝
茂
が
慶
長
十
四
年
弟
忠
茂
に
定
米
一
万
石
（
知
行
高
二
万
石
）
を
与
え
て
鹿
島
鍋
島
家

を
創
設
し
た
の
に
つ
づ
い
て
、
例
え
ば
元
和
三
年
四
月
に
長
男
元
茂
に
佐
賀
郡
を
中
心
に
小
城
・
神
埼
・
杵
島
の
四
郡
に
ま
た
が
る
直
茂

函）

の
隠
居
分
定
米
一
万
0
、
三
六
三
石
．
；
一
斗
（
知
行
高
一
万
七
、
二
七
―
―
石
三
斗
）
と
直
茂
付
の
傍
侍
八
三
名
を
、
さ
ら
に
同
年
十
二
月
江
戸

(39) 

詰
の
勘
忍
料
と
い
う
名
目
で
小
城
・
杵
島
郡
の
内
に
て
定
米
一
万
0
、
0
一
八
石
余
（
知
行
裔
一
万
六
、
六
九
七
石
几
叶
二
升
）
と
直
臣
七
七

名
を
与
え
て
小
城
鍋
島
家
を
創
設
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
下
っ
て
寛
永
十
六
年
九
月
に
は
、
「
蔵
入
家
中
共
二
、
知

（
叩
）

行
三
万
五
千
六
百
廿
石
二
斗
、
甲
斐
守
江
と
ら
せ
候
、
知
行
所
之
儀
ハ
、
来
年
我
等
下
候
て
よ
り
、
可
申
渡
と
存
候
」
と
五
男
直
澄
の
江

戸
詰
の
賄
料
を
地
方
知
行
に
切
り
換
え
る
こ
と
を
指
示
し
て
、
翌
十
七
年
新
た
に
知
行
三
万
五
、
六
二
四
石
二
斗
を
与
え
て
蓮
池
鍋
島
家

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

戸
御
証
人
之
品
詰
料
銀
割
符
」

こ
よ
、

~', 

慶
長
九
年
に
比
較
し

佐
賀
郡
の
与
賀
郷
内
に
九
、
九
四
六
石
余
、
藤
津
郡
に
一
、
ニ
ハ
五
石
余
、
養
父
郡
の
轟
木
に
三
八
八
石
余
、
さ
ら
に
は
佐
賀
郡
と
神
崎

(36) 

郡
に
三
、
九
九
七
石
余
と
い
う
具
合
に
設
説
さ
れ
て
お
り
、
蔵
入
地
は
生
産
力
の
最
も
進
ん
だ
佐
鉗
郡
・
神
崎
郡
の
平
担
部
を
巾
心
に
杵

島
郡
東
部
・
藤
津
郡
西
部
・
西
松
浦
郡
に
多
久
・
武
雄
・
須
古
・
諌
早
の
竜
造
寺
氏
一
門
四
家
の
所
鋲
を
分
断
す
る
形
で
拡
大
し
、
そ
れ

か
つ
て
竜
造
寺
氏
一
門
を
は
じ
め
と
す
る
家
臣
団
の
知
行
池
で
あ
っ
た
地
域
に
も
藩
権
力
が
滲
透
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

そ
れ
で
は
、
一
―
一
部
上
地
に
よ
っ
て
蔵
入
地
は
ど
の
程
度
増
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慶
長
九
年
の
「
当
物
成
目
安
，
に
は
、

米
」
三
万
六
、
一
四

0
石
八
斗
の
ほ
か
に
「
余
田
米
」
（
新
蔵
入
）
一
万
九
、
一
五
一
石
七
斗
・
「
和
泉
守
江
戸
料
」
三
、
一

0
0
石
が
計

上
さ
れ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
蔵
入
高
は
五
万
八
、
三
九
六
石
五
斗
で
あ
っ
た

3

と
こ
ろ
が
慶
長
検
地
と
三
部
じ
地
後
の
元
和
六
年
の
「
江

こ。f
 

に
よ
っ
て
、

「
本
蔵
入
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第 3表 元和 3年4月宛行の小城鍋島家の知行地

知行地 定米（物成高） 面積 備 名

石 II反鼠歩

本庄 1,160.76 96.2316 佐賀郡与賀上郷

多布施 1,152.71 93.77 佐賀郡与賀上郷

藤之木 461. 06 39.02 佐賀郡中佐賀郷

六角村 2,220.71 239.57 杵島郡白石六角郷

郷司給 1,210.54 113.1802 杵 島 郡 白 石 秀 郷

小田村 930.00 96.4619 杵島郡横辺田郷

乙柳 276.49 28.2706 小城郡南郷

西 ）11 100.00 15.2621 小城郡西郷

蒲田口 1,368.27 1,368.27 神崎郡蒲田郷

佐嘉山 1,482.81 189.3311 神崎郡

計 10,363.30 1,039.19 

〔注〕「御家由来」によって作成。

第4襄元和3年12月宛行の小械鍋鳥蒙の知行蜻

を
創
設
し
て
い
た
の
て
あ
ろ
。

佐賀藩初期の検地と知行政策

知行地 高米（卸行高）

小城郡芦刈之内 4,816わ.2430 

杵島郡佐留志 5,051.6116 

杵島郡山口之内 2,219.8340 

杵島郡人•町 2,800. 

杵｛西松島浦郡郡）カ山 代 I, 810. 2350 

計 16,697.9200 

〔註〕「元茂公御年譜」（』によって作成。

茂
の
蔵
入
高
一
一
万
伍
と
は
別
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
翌
元
和
七
年
八

八
、
九
ヒ
四
石
五
斗
三
升
五
合
は
元

あ
っ
た
元
茂
の
御
側
侍
の
定
米
一
刀

の
蔵
入
地
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
と

き
身
分
上
ま
だ
勝
茂
直
参
の
家
巾
で

詰
料
銀
割
符
」
に
み
る
よ
う
に
元
茂

六
年
十
一
月
の
「
江
戸
御
証
人
之
品

（
パ
共
没
品
）

と
こ
ろ
て
、
元
和
七
年
五
月
、
小
城
の
鍋
島
元
茂
は
勝
茂
に
対
し
、
面
皿
者
知
行
在
所
之
儀
、
於
此
地
、
成
富
兵
庫
助
・
石
縫
殿
助
・

勝
犀
勘
左
衛
門
尉
を
以
申
上
候
様
二
、
門
年
池
よ
り
―
―
一
部
被
召
上
候
儀
は
、
御
意
次
第
と
申
上
候
、
相
成
而
被
下
候
御
知
行
之
儀
は
、
損

毛
な
と
仕
候
ヘ
ハ
、
江
戸
勘
忍
不
相
続
、
遺
巾
御
無
心
申
上
外
無
御
座
候
訓
、
能
在
所
被
仰
付
候
様
二
為
ilJ
申
上
、
庄
三
迄
太
田
六
左
衛

(41) 

門
尉
．
薗
田
又
左
衛
門
尉
差

F
申
候
」
と
表
明
し
て
、
同
年
八
月
に
は
竜
造
寺
氏
一
門
四
家
と
同
様
に
佐
賀
郡
の
本
庄
と
多
布
施
、
そ
れ

に
杵
島
郡
之
内
佐
留
芯
・
同
郡
山
口
之
内
・
同
郡
大
町
等
の
一
孟
郁
卜
地
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
改
め
て
小
城
郡
山
内
一
職
、

談
合
之
上
を
以
、
其
方
知
行
二
相
定
候
事
、
付
、
小
城
郡
二
而
不
足
之
分
、
佐
保

(42) 

JI
島
・
山
代
ー
職
二
て
」
と
、
新
た
に
小
城
郡
の
山
内
と
佐
質
郡
の
佐
侶
川
島
、

そ
れ
に
松
浦
郡
山
代
郷
一
瞭
が
元
茂
の
知
行
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る

3

な
お
、
こ
れ
よ
り
さ
き
元
和
三
年
に
二
回
に
わ
た
り
元
茂
に
与
え
ら
れ
た

定
米
―
ー
カ
石
余
の
知
行
裔
は
、
元
和
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多

久

美

作

殿

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

八
月
廿
二
日

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

相
渡
候
ハ
ハ
、
先
様
可
然
候
ハ
ん
と
存
候
条
、

達
候
、
謹
言

一方、

は
じ
め
直
澄
に
与
え
ら
れ
た
知
行
地
は
佐
賀
・
神
埼
・
杵
島
・
藤
津
・
西
松
浦
郡
の
内
に
て
知
行
高
三
万
五
、
六
二
四
石
二

斗
、
五
ツ
成
の
物
成
で
一
万
七
、
八
―
二
石
二
斗
で
あ
っ
た
が
、
翌
十
七
年
八
月
、
さ
ら
に
「
内
方
造
作
料
井
傍
之
者
知
行
切
米
其
外
入

(44) 

具
一
職
」
と
し
て
物
成
で
三
、
二
三
七
石
五
斗
三
升
八
合
の
知
行
が
加
増
さ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
際
、

澄
知
行
地
の
神
埼
郡
へ
の
割
替
が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
右
知
行
ニ
メ
六
千
四
百
七
拾
五
石
余
之
儀
、
蓮
池
ぷ
北
城
近
所
二
而
、
神
崎
郡
之
内
、
相
渡
可
然
候

一
去
年
、
甲
斐
守
へ
と
ら
セ
候
知
行
之
内
、
物
成
弐
千
石
、
佐
賀
郡
之
内
、
上
佐
賀
二
て
相
渡
候
へ
と
も
、
是
も
蓮
池
ノ
池
近
所
二
て

一
所
二
相
渡
可
申
候
、
此
段
甲
斐
守
へ
も
申
遣
候
、
委
敷
ハ
野
副
藤
左
衛
門
尉
可
申

高
は
さ
ら
に
増
加
し
て
七
万
三
、
二
五
二
石
五
斗
に
達
し
た
。

た
の
で
あ
る
。

信
濃
守

勝

月
の
三
部
上
地
と
同
時
に
御
側
侍
の
知
行
が
元
茂
の
知
行
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
御
側
侍
も
ま
た
元
茂
に
対
し
若
干
の
上
地
を
行
っ

(43) 

こ
う
し
て
、
元
和
七
年
九
月
廿
一
日
付
の
鍋
島
生
三
宛
元
茂
書
状
に
、
「
我
等
知
行
、
小
城
之
内
一
所
二
山
内
迄
も
被
相
加
被
下
候
儀
、

誠
以
添
次
第
、
可
申
上
様
無
御
座
候
、
殊
小
城
手
寄
と
候
て
佐
保
河
島
被
仰
付
候
、
家
中
之
者
迄
も
悦
申
由
此
地
へ
申
越
候
」
と
あ
る
よ

う
に
、
小
城
郡
と
そ
の
周
辺
お
よ
び
飛
地
の
山
代
地
方
か
ら
な
る
小
城
鍋
島
領
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
知
行
地
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
知
行
高
は
寛
永
四
年
直
茂
の
後
室
脱
泰
院
の
化
粧
田
三

0
0
石
等
が
加
増
さ
れ
て
、
寛
永
十
九
年
に
は
五
万
八
、
六

0
二
石
、
五
ツ
成

の
物
成
に
し
て
二
万
九
、
三

0
一
石
と
な
り
、
そ
の
後
家
臣
団
の
知
行
高
表
示
が
す
べ
て
四
ツ
成
に
統
一
さ
れ
た
明
暦
二
年
に
は
、
知
行

茂
（
黒
印
）

つ
ぎ
の
よ
う
に
直
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た
。
こ
の
た
め
知
行
地
の
配
分
に
あ
た
っ
て
、
佐
賀
郡
蓮
池
に
接
続
す
る
神
埼
郡
束
南
部
へ
の
替
地
が
努
め
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
二
回
に
わ
た
る
竜
造
寺
一
凹
を
中
心
と
す
る
―
―
一
部
上
地
に
よ
っ
て
染
積
さ
れ
た
蔵
入
地
を

割
い
て
知
行
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
竜
造
寺
一
門
を
ぱ
じ
め
と
す
る
般
家
臣
団
の
知
行
地
削
減
と
は
り
ら
は
ら
に
鍋
島

氏
直
系
一
門
の
知
行
地
の
創
出
と
拡
充
が
積
極
的
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
三
部
上
地
に
よ
る
没
収
高
が
再
配
分
さ
れ
て
、
新
た
に
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
・
白
石
等
の
鍋
島
一
門
が
成
立
し
た
。
上
級

創
設
さ
れ
た
た
め
、

第 5表 上級家臣団の構成（明暦2年）

佐賀・神埼・杵島・松浦•藤津郡の蔵入地を分散的に割譲せざるをえず、

氏 名 物成 備• 考

1 鍋島加賀守 29,30石1 小城鍋島家（小城支藩）

2 鍋 島 甲 斐 守 21,050 蓮池鍋島家（連池支藩）

3 鍋 島 山 城 守 3,610 白石鍋島家（親 類）

4 鍋 島 和 泉 守 8,000 鹿島鍋島家（鹿島支藩）

5 神 代 大 和 守 4,665.1 川久保神代家（親 類）

6 諫 早 豊 前 守 10,480 諫 早家（親類同格）

7 鍋 島 能 登 守 8,640 武雄鍋島家（親類同格）

8 多久美作守 8,640 多 久家（親類同格）

9 村 田 伊 平 太 4,308 村田家（親 類）

10 鍋 島 伯 者 守 3,300 須古鍋島家（親類同格）

11 鍋島主水佐 3,000 横岳鍋島家（家 老）

12 鍋島志摩守 2,400 深堀鍋島家（家 老）

13 鍋 島 中 務 少 2,205 神代鍋島家（家 老）

14 鍋 島 縫 殿 助 2,020.5 姉川鍋島家（家 老）

15 鍋島式部 2,000 太田鍋島家（家 老）

16 鍋島市正 2,030 倉町鍋島家（家 老）

17 鍋島玄番 1,200 千葉鍋島家（家 老）

18 鍋島監物 1,080 納宮鍋島家（着 座）

19 鍋島喜左衛門 900 山代鍋島家（着 座）

20 有田勘解由 880 有田家（着 座）

21 鍋島隼人 713 伊万甲鍋烏家（着座）

22 石井兵康 703.2 石井家（箔 座）

23 鍋島六左衛門 515 （着 座）

24 中野数馬 552 中野家（着 座）

25 大木兵部 500 大木家（着 座）

佐
賀
落
初
期
の
検
地
と
知
竹
政
策

［社〕「泰盛院様御印帳」によって作成。

極
端
な
分
散
知
行
と
な
っ

置
が
確
定
し
た
後
の
寛
永
十
六
年
新
規
に

に
対
し
、
蓮
池
鍋
島
家
は
領
国
の
知
行
配

成
富
家
の
知
行
地
を
割
い
て
成
立
し
た
の

一
門
で
も
、
鹿
島
鍋
島
が
慶
長
十
四
年
小

川
氏
の
遺
領
を
、
ま
た
小
城
鍋
島
家
が
元

和
一
年
直
茂
の
隠
居
領
を
埜
礎
に
、
さ
ら

(45) 

に
白
石
鍋
島
家
が
寛
永
十
年
譜
代
の
重
臣

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
鍋
島
氏
直
系

池
領
の
神
埼
郡
へ
の
割
替
が
極
力
意
図
さ

一
円
的
に
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
、
蓮

と
は
い
え
、

小
城
郡
に
集
中
さ
れ
て
ほ
ほ

西
松
浦
郡
の
山
代
地
方
に
飛
地
を
有
す
る

す
な
わ
ち
、
小
城
の
元
茂
の
知
行
地
が
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家
臣
の
家
格
序
列
と
物
成
高
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
直
後
の
明
暦
二
年
八
月
晦
日
の
着
到
帳
で
あ
る
「
泰
盛
院
様
御
印
帳
」
に
は
、
小
城
鍋
島

家
を
筆
頭
に
蓮
池
鍋
島
家
・
白
石
鍋
島
家
・
鹿
島
鍋
島
家
・
川
久
保
神
代
家
等
の
鍋
島
一
門
が
知
行
を
大
幅
に
加
増
さ
れ
て
諌
早
・
武
雄

・
多
久
・
村
田
・
須
古
の
竜
造
寺
一
族
よ
り
分
限
帳
の
上
位
に
列
し
、
鍋
島
一
門
の
合
知
行
高
（
物
成
）
六
万
六
、
六
二
六
石
一
斗
は
竜

造
寺
五
家
の
合
知
行
高
（
物
成
）
三
万
五
、
三
六
八
石
を
大
き
く
上
廻
る
に
至
っ
て
い
る
。

っ
て
家
臣
団
の
知
行
地
が
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、

察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

＿
註
＿

(
1
)
「
肥
賜
旧
章
録
」
（
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
「
小
城
文
庫
」
所
蔵
）
。

(
2
)
「
極
密
調
手
拍
物
全
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(
3
)
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
巻
之
四
（
右
同
）
。

(
4
)
「
鍋
島
直
茂
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
二
九
ー
三

0
頁）。

(
5
)
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
一
三
七
ー
一
三
八
頁
）
。

(
6
)
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
一

0
巻
八
九
ー
九
一
頁
。

(
7
)
「
鍋
島
勝
茂
知
行
宛
行
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
一
―
―
一
ー
ニ
―
二
頁
）
。

(
8
)
長
野
逼
「
佐
賀
藩
確
立
期
の
財
政
構
造
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
十
一
巻
一
一
号
二

0
ー
ニ
―
頁
）
。

(
9
)
右
同
一

1

一
五
ー
五
一
頁
。

(10)
「
鍋
島
勝
茂
害
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
一
九
九
ー
ニ

0
一
頁
）
。

(11)
「
江
戸
御
証
人
之
品
詰
料
銀
割
符
」
（
佐
賀
大
学
図
書
館
小
城
文
庫
「
肥
陽
旧
章
録
」
所
収
）
。

(12)
「
慶
長
比
之
御
書
物
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(13)
「
某
聾
屯
覚
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
三
巻
三
頁
）
。

(14)
「
泰
純
比
山
水
上
坊
寺
領
高
積
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
五
巻
。

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

ど
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
に
至
っ
た
か
、
知
行
地
と
蔵
入
地
の
関
係
に
着
目
し
て
考

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、

以
上
み
る
知
行
政
策
に
よ
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佐
賀
藩
初
期
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検
地
と
知
行
政
策

(15)
「
多
久
安
順
外
三
名
連
署
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
三
巻
五
四
ー
五
五
頁
）
。

(16)
「
慶
長
比
之
御
書
物
」
。

(17)
「
多
久
安
順
外
一
二
名
連
署
定
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
三
巻
四
九
ー
五
四
頁
）
。

(18)
「
直
孝
公
御
代
上
」
（
『
長
崎
県
・
史
料
編
』
第
二
巻
七
五
一
壬
貝
）
。

(19)
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(20)
「
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
八
巻
六
一
頁
）
。

(21)
「
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
八
巻
六
四
ー
六
五
頁
）
。

(22)
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
―
―
―
―
―
頁
）
。

(23)
「
鍋
島
勝
茂
判
物
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
―

1
0
九
ー
ニ
―

0
頁）。

(24)
「
鍋
島
勝
茂
判
物
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
第
二

0
巻
一

0
七
ー
一
〇
八
頁
）
。

(25)
「
鍋
島
勝
茂
判
物
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
九
巻
―
―
七
四
頁
）
。

(26)
右
同
一
一
九
一
ー
ニ
九
二
頁
。

(27)
「
尾
陽
始
君
知
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
篇
之
六
、
一
、

0
二
三
頁
）
。

(28)
「
鍋
島
勝
茂
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
一
九
八
ー
一
九
九
頁
）
。

(29)
「
村
田
家
記
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
一

1

一
乾
所
収
）
。

(30)
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
。

(31)
「
翻
誌
苔
一
部
地
被
差
上
候
拍
写
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(32)
右
同
。

(33)
「
鍋
島
勝
茂
黒
印
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
二

0
九
頁
）
。

(34)
「
鍋
島
勝
茂
判
物
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
九
巻
二
七
三
頁
）
。

(35)
「
鍋
島
勝
茂
判
物
案
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
一
―

0
巻
五
九
頁
）
。

(36)
「
鍋
島
勝
茂
代
官
所
宛
行
状
」
（
「
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
二

0
巻

1

一九
0
ー
ニ
九
一
頁
）
。

(37)
「
泰
盛
院
様
御
代
御
書
物
書
類
」
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(38)
「
御
家
由
来
」
（
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
「
小
城
文
庫
」
所
蔵
）
。
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(39)
「
元
茂
公
御
年
譜
」
二
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(40)
「
鍋
島
勝
茂
覚
書
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
一

0
巻
三
九
ニ
ー
三
九
七
頁
）
。

(41)
「
鍋
島
元
茂
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
第
十
二
巻
―
―
1
0
四ー――
1
0
五
頁
）
。

(42)
「
御
家
由
来
」
（
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
「
小
城
文
庫
」
）
。

(43)
「
鍋
島
元
茂
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
十
二
巻
三

0
四ー――
1
0
五
頁
）
。

(44)
「
鍋
島
勝
茂
書
状
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
九
巻
一
〇
八
-
1
0
九
頁
）
。

(45)
勝
茂
は
寛
永
十
年
、
成
富
家
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
八
男
直
弘
に
同
家
の
知
行
の
う
ち
一
、

0
0
0
石
を
分
知
せ
し
め
て
一
家
を
創
設
し
、
の
ち

数
回
加
増
を
お
こ
な
っ
て
、
正
保
一
―
一
年
鍋
島
姓
を
与
え
て
一
門
に
加
え
た
。
こ
れ
が
白
石
鍋
島
家
で
あ
る
。
年
紀
を
欠
く
霜
月
十
三
日
付
勝
茂
書

状
に
は
、
「
猶
以
、
山
城
へ
加
増
申
候
儀
、
時
分
柄
侯
条
、
其
元
に
て
も
其
沙
汰
無
之
様
二
、
籟
相
渡
可
然
候
」
・
「
就
其
、
知
行
千
石
、
為
加
増
、

遣
候
閥
、
三
根
郡
神
崎
間
二
而
、
小
城
守
勝
手
次
第
、
可
被
相
渡
候
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
第
八
巻
一
八
九
頁
）
と
あ
り
、
三
根
・
神
崎
•
佐

賀
郡
等
の
蔵
入
地
を
割
い
て
知
行
地
が
配
分
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

佐
賀
藩
初
期
の
検
地
と
知
行
政
策

107-



rl 

.¥．

r.J 

；

ヽ

．

、A

ミ

．．
 

)．

v
>
 ¥
 
(
¥
 

一v
A

ヤ`

(
 
•• 

¥.） 

．ー・＼．郡

．．
 
V
 

ロ

＼
 

郡

＞

．

ヽ

父

＞

.‘
 

．
 

養

＼

ヽ

'

’

ヽ

根

が

q
沙

ヽJ
.

＼

‘

三

＞

r
V
I
.

r,
＼
 ．．

 

＼
 .

.

.

.

 

＼
℃
＞
ゞ

.
i
`
f
.
）． 

．．1
 ．．
 

ー・

一

ヽ

．

＼

..¥ 
•• 

)
 ．
． 
＼
 ．
． 

V
 

v

>

）ヽ・

>

▲

：

竺

岱

．

／

．

ノ

＼

｀

・

＼

、
)
ず
＼

ヽ

▲

△

J
 

•• 

．ヽ

.¥ 

▲▲▲
4
T
 

.
/
3

『◄

▲

‘,＇i
 

．．
 

・

◄
◄

ヽ

＼
．

郡

＼

・

・

＼

t

．V
A

'

．

崎

．．
 
＼．
A
 ．．

 

£
し
A
A

ロ
ロ
ロ

＞

ロ

ロ

¥

v

 
A

◄

v
®

口
▲

]

神

＼

．．
 ◄
◄
 

t
 一

郡

口

I
 

、

/

〉

＞

賀

左

ロ

、

ロ

ー

一
ヘ

｀

．

ー

・

・

ロ

0

、

し

△

△

△

△

口

．

1

△
`
．
1
.
J
 

．
 

．．
 

↑
 

•• 

A
．

ノ

・
Y
,
（＇.＼り・入
5

J

A

A

忍

只

．

＼

‘

?

．

)

 

．．
 

（

ー

ロ

．

＼

△

＾
1

一．／
 

．．
 ）
．
i

｀
△
△
公
~
△

◄

•
△
△

◄
 

△
 

△

ロ

・

‘,L 

△
△
△
△
△
△
 

△

△

 

ヘ

△

△

△

.
¥
A
 

．
 

）
 

（

△

＾

?

＠

△

△

 

△
 

1̂ 

・

△

△

●

ロ

一

x
 

△
△
.
か

,
I
‘
•

J
 

一

△

△

△

郡

△

x

X

X

 

.. 

x

.

x

x

 

•
ノ
城

r'

と

X

X

・

ノ

△

‘

・

．
 

ー

．
 

r
.
{
．I・
ー．

Jr-．
＼

・

ー

．

．

．

．

．

．

．

．

ー

▽

▽

ー

x

5

ゞ
ぷ
ぷ

／．！＼．
I

グ

．
．
．
 

s

口ロ口

5＞
▽
▽
、
/
ゃ
亨

j
.
1
 
.

.

 

｀

▽

t
 

•• 

／
．
一
▲
；
▲

x

.
I
.
.
 .

.

 

-

．． 

r

•••• 

／

i

▲

▲

一

・

・

◎

5

.

.

 

／

ヽ

ノ

・

・

・

0

▲
▲
▲
£

8•• 
J

▲
x

ノ

ー
.
/
J
·

。

•
i
.
.

▲
▲
▲
．
、

・
/
.
.
＼
．
．
．
．
 ．

．

 
)
▲
•
▲
、

-．

-
.
.
.
.
r．
ぐ

．

ヽ

．

＼

．．
 
）
 

、

．
．
．
 
＼
・
・
▲
▲

r

J

.

｀

£

.

 

▲

l
 

了
．．
 

o

．
＠
.
.
.
（
．
．
/
．
．
▲
 

一

▲

郡

.

o

.

～

▲

ー

L

t

▲

.

 

．
．
．
 

ヽ

島

．

．

．

．

 

I
 

．

杵
-
.
、

.
9
J

▲
•

・

（

ヽ

．ヽ
 

．
 
＼
 

9
¥
 

．
 

．
．
．
．
 

/

0

 

＼
ツ
・
・
)
.
.
.
.
.
¥
．
「
ノ
ー
・
」

、2.
ー／ーI
.
j

.

.
 
/
-

• 

0
,
-
・
・
.
 

J

．．ー・・

J

-.
 /-

．

 

✓
 

j
 

ぐ＇、・・◎

．
 

.

J

.

i

 

l
 

j
 ．

 

．
 

(
 

．

ヽ

◎

郡

ヘ

浦-．
4

松

-

-
．
、
f

西

一

ム

・

、

一

△

．

＼

ノ

ー

．

ヽ

ぐ：‘△

r.I.9.＼

.
J

△
△
△
ヽ
．
 

．
 

ヽ

＼
 

•• 

.
¥
．
△
△
 

ヽヽ
．

ヽ‘

:

．

ヽ

／
△
△
ヽ

._l'『

.！
i
l
.
 

．ー

第

＼
 

＿
図

「
大
小
配
分
石
高
帳
」
に
み
る
主
た
る
知
行
地
の
分
布

有明海

X 

藤津郡

0 5 km 
I 9 9 1 9 9, I I I I 

呂｝二部上地前の多久領
■三部上地後の多久領

;｝三部上地前の武雄領

●三部上地後の武雄領

▽三部上地後の須古領

△小城領

▲蓮池領

x鹿島領

v白石領

◄ 神代領
t>村田領

1: 200,000 

\.—•一、
}-·~•ヘヽ••一..\．．—•,.―•一




